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図３ 行政区長の業務の課題（上位 3つまで選択、n=21） 

資料：2022 年国東市活力創生課資料より作成。 

注：調査の対象は国東市の区長会代表理事（21 人）。 
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図４ 公民館長・主事の業務の課題（上位 3つまで選択、n=14） 

資料：図 3に同じ。 

注：調査の対象は国東市の公民館長・主事（14 人）。 

図５ 行政区の活動の継続性（n=21） 

資料・注：図 3に同じ。 
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各分野で様々な活動が展開し、大きな役割を果たしている一方で、課題も少な

くない。行政区では、区長の後任確保の困難化や、業務負担が問題として認識さ

れている（図３）。公民館では館長、主事の後任確保に加え、活動の参加者確保

や館長、主事のスキルアップなどが課題として認識されている（図４）。今後５

年程度で運営が困難になる、と考えている区長が過半を超えるなど、自治会や公

民館の活動の継続性に不安を持っている区長、公民館長も少なくない（図５、図

６）。 

市社協に対するヒアリング調査によると、支え合い活動も、新規設立が難しく、

既存の組織もまだ市社協の SC に依存した運営になっていたり、行政区、公民館

との連携が十分できていない地区もあるなどの課題がある。誇りと活力事業につ

いても、地域福祉以外の分野への広がりがまだ弱いこと、自主財源確保を求めら

れることによる地域リーダーの負担と、地域課題の対応の困難化などが問題とな

っている。 

 

（３）市役所の地域コミュニティ支援の課題 

各地域コミュニティに対して市役所は様々な支援を行っており、それぞれの運

営、活動の助けとなっている。主に施設（公民館）は社会教育課、組織・人材（社

協 SC、サポーター）や福祉分野の活動費については高齢者支援課、福祉以外の

図６ 公民館の運営・活動の持続性 

資料・注：図 4に同じ。 
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活動費（誇りと活力事業）は活力創生課が主に担当している。 

この地域コミュニティに対する市役所からの支援にも、いくつかの課題がある。

まずは、分野ごとの縦割りの支援となっており、地域はそれらの支援を一体的、

総合的に十分活用できていない場合がある。また公民館の高齢者学級と支え合い

活動の介護予防など、似た事業が併存しており、連携、整理が必要な分野もある。 

関連して、分野横断的、統一的な地域コミュニティのビジョンが整備されてい

ない点も指摘できる。そのため地域でも、各分野の組織がそれぞれ活動し、他分

野の組織、活動の正当性についての認識が弱く、地域内での連携が十分でないケ

ースがみられる。 

二点目は、地域ごとの事業の組み合わせのばらつき、ムラの常態化である。自

治会や公民館はどの地区にもあるが、支え合い活動と地域協議会については、両

方揃う地区もあれば、どちらか一方のみの地区、どちらもない地区が市内に併存

している。これにより、市役所による各種の政策の立案、実施が複雑化せざるを

得なくなる。 

三点目は、活動費に偏った財政支援である。支え合い活動や地域協議会につい

ては活動費の支援が中心で、組織運営、特に事務局の人件費は僅かな金額である。

地域の自主的、主体的な活動とされ、役員や事務局は無償で活動することが前提

とされている。しかし、現場では人口減少や高齢化が進むなかで、地域内の人材

確保が困難化している。報酬がないことや、事務作業が高齢者には難しいことも

相まって、結果として支え合い組織や地域協議会の事務局業務は、社協 SC への

依存が常態化している。それにより、社協 SC がプログラム開発などの本来業務

に集中できなかったり、地域の実情に応じたきめ細かい事業の企画・実施が十分

できないなどのムリが生じてしまう。 

四点目は、時限的な財政支援と過度な自立奨励のムリである。誇りと活力事業

は当初は５年間、現在では３年間の事業で、事業終了後の自立運営のために、市

は事業期間内での自主財源の確保を求めてきた。市の財政状況がひっ迫する中で、

地域に自主財源の確保を期待することは理解できるが、その実現のためのスキル

やノウハウの習得、必要な資源の提供などの支援が十分伴っているのか、自主財

源確保が重視され、本来期待される地域課題の解決が後回しにならないか、など

の懸念がある。 
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最後に、地域づくりの総合的なプラットフォームが整わない中で、新しい活動

が求められる、というムリが指摘できる。今後、小さな拠点や重層的支援、農村

RMO、地域学校協働活動など、各省庁から RMO に対する新たなアプローチが想定

される。市役所は、それらを各地区に合った形に調整し、立ち上げや持続のため

に支援する必要がある。 

 

（４）総合的なプラットフォーム形成 

 以上の課題を解決し、持続的な地域づくりを進めるため、プラットフォームと

なる地域コミュニティ組織の形成を目指す必要がある。個別の活動の支援だけで

なく、まずは各種の活動が生まれるような地域の土台、土壌づくりを継続的に行

うことが求められる。 

組織の活動エリアは、公民館、支え合い活動、地域協議会など、既存の地域活

動が集積する（旧）小学校区を基本とする。新しい組織には、行政区、公民館、

支え合い活動、地域協議会など、地区内で地域づくりに関わる組織、団体が参加

し、地域を代表する組織として位置づける。なお新しい組織をベースとして、ど

の分野の事業にどれくらい力を入れるかは、各地域の状況に合わせ、各地域で主

体的に判断する。 

具体的な市役所からの支援としては、まず社会教育や地域福祉、防災といった

各分野の活動費と別に、国や県の事業を活用しながら新組織の運営費（事務局の

人件費、拠点施設の維持費、事務通信費など）を支援する。次に、地区公民館を

コミュニティセンター化し、多様な活用を可能にする。さらに、各地区の組織と

関係課、関係機関の情報共有、協働推進のための会議を設置し、それと別に中心

となって所管する課の明確化と関係課、関係機関の情報共有、協働推進のための

定期的な会議を設置する。この新組織整備の基本的な考え方や、市役所からの支

援のあり方、そして設立、発展のプロセスについては、新たな市総合計画に明確

に位置づけ、着実に実行する。 

 このような方向性に対する賛否について、アンケートで区長、公民館長・主事

に以下のように聞いた。「市役所では、住民の皆さんの困りごとの解決や各種組

織の役員の負担軽減のため、市役所の支援のもと、公民館単位で組織・団体が集

まり、地域内の課題を総合的に相談、協力するための新しい仕組み、組織をつく
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る必要があると考えています。このアイデアの方向性についてどう思います

か？」。これに対し回答した区長の 62％、館長・主事の 79％が「その方向で進め

てもらいたい」と回答しており、新組織設立に概ね賛同を得られている（図７、

図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 仕組みづくりの方向性（区長、n=21） 

資料・注：図 3に同じ。 

図８ 仕組みづくりの方向性（館長・主事、n=14） 

資料・注：図 4に同じ。 
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７．まとめ－地域福祉型 RMO への支援のあり方－ 

かもめ、国東市、そして全国の RMO の動向を踏まえ、最後に地域福祉型の RMO

の成果と課題、特に行政側に期待されることをまとめてみたい。 

前稿からの５年間の半分はコロナ下にあった。RMO の活動にも様々な制限がか

かっているが、２章で見たように、各組織はその中でも工夫しながら地域のニー

ズに対応してきた。困難な中でも地域での RMO の存在感は増していると言える。

他方で、多くの RMO では、引き続き人や組織に関する課題を抱えているが、行政

サイドはその課題を十分共有できておらず、支援策も十分とは言えない。 

他方かもめでは会員数の増加、スタッフの意欲の高さなど、５年が経っても、

さらにコロナ下でも運営は順調だった。改めて前稿でみた丁寧な立ち上げのプロ

セスの重要性と、カフェという集いの場を核とした組織運営の強みが発揮されて

いることが確認できた。どちらも地域福祉型の RMO の特徴であり、特に住民ニー

ズの実現という意味だけでなく、組織運営の活性化、人材の確保のためにも集い

の場を持つことが有効だと言える。 

この５年の間に国東市ではサポーターを配置し、活動の総合化を進めていた。

組織運営と福祉分野は市社協 SC、それ以外の活動はサポーターとすみ分けなが

ら、かもめをはじめとした支え合い組織をサポートしている。特にサポーター制

度は市から市社協への事業委託費の中から配置しており、高齢者支援課が所管す

るなど、簡単には真似できないが、その役割は、市役所職員、協力隊、集落支援

員、外部の NPO や市民活動団体などが担える可能性もある。いずれにしても個別

の活動、組織運営どちらもサポーター役が必要で、その体制整備が望まれる。大

分県では、主に設立支援のための中間支援者の派遣事業を展開しているが、設立

後の活動や組織運営での支援の拡充が期待される。 

国東市では地域福祉、社会教育、地域自治などの分野横断的、総合的な支援体

制の整備を検討していた。かもめのように特定の分野の組織が徐々に総合化する

こともあるが、すべての地区で順調に進んでいるわけではない。当初からの地域

福祉の活動がメインで、他の分野に力が入りにくかったり、メンバーの広がりが

十分でなく、一部の住民の活動に留まったり、また行政側のムリ、地域間のムラ
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も生じやすい。他方で活動している住民は、特定の活動だけをしているわけでは

なく、かもめのカフェスタッフのように、地域内の様々な活動、役割を同時に担

っている。地域を総合的に支え、連携、効率化を進めるプラットフォームづくり

の必要性と可能性があるといえる。 

RMO の組織運営や活動の活性化、持続化には一定の行政支援が必要である。他

方で特に財政的な支援をする以上、その費用対効果が問われる。６章で見たよう

に、市内のトップバッターとして設立されたかもめは、高齢者の健康に関する各

種指標の数値が軒並み高く、また国東市全体としても、2020 年からの第８期の

介護保険料が引き下げになるなど（県内では 18市町村中２市のみ）、地域福祉の

分野では目に見える成果が出ている。防災や教育、観光などの分野でも、一定の

成果が確認されるはずだが、他方で、行政から過度に活動の目標設定とその達成

のプレッシャーをかけるべきではない。上で触れたプラットフォームに対する支

援が十分であれば、おのずと各種の活動は花開く、それを信じて支えることが行

政側に求められる。 

 

注 

 

１）拙稿「地域福祉型の地域運営組織の展開と支援体制」（『農業研究』2017 年、286～309 頁）

参照。 

２）既存の RMO における地域福祉機能の強化については、拙稿『地域福祉における地域運営組

織との連携（JCA ブックレット 29）』（2022 年）を参照。 

３）総務省のデータによると、小学校区単位で組織されたRMOは47.6％、旧小学校区が12.5％、

中学校区と小学校区が同じケースが 5.7％で、合計 65.8％が小学校区をエリアに組織され

ている。 

４）全国的には近畿中四国で設立が進んでいるが、2021 年時点で全市町村に RMO があるのは

大分県だけである。平成の市町村合併が特に進んだこと、ベースとなる公民館活動が比較

的盛んなこと、県庁が RMO 設立支援に積極的で、県全域で活動する中間支援組織を育成し

ていることなどが要因として考えられる。 

５）政府は RMO の組織数 7,000 に加え、自主財源確保に取り組む RMO の割合を地方創生総合戦

略の KPI のひとつとしており、2024 年度までに 60％まで引き上げることを目標としてい

る。 

６）国東市では、市社協への SC の配置、および関連した県、市の事業を活用した地域での生

活支援、介護予防活動の組織体制の整備、活動促進を総称して「地域支え合い活動推進事
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業」としている。詳しくは前掲の拙稿（2017）を参照。 

７）ホームページは「国東つながる暮らし」という名称で、県の補助金を活用し作成された。

各支え合い組織の活動紹介だけでなく、各協議会の特産品のオンラインショップ、移住者

向けの地域情報なども掲載されている。2022 年度、このホームページや関連した活動が

評価され、寄ろう会として過疎地域持続的発展優良事例表彰（総務大臣賞）を受けた。 

８）県内の RMO、およびその支援を行う市役所に対する中間支援者の派遣、RMO や市役所向け

のガイドブックの作成、中間支援者の育成の 4つを行う。2019 年から実施され、これま

では筆者が所属する「一般社団法人コミュニティサポートおおいた」が事業を受託してい

る。 
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離島での肉用牛生産について 
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２．先行研究 

３．離島での肉用牛生産の推移 

１）日本の肉用牛生産の動向 

２）離島の肉用牛生産について 
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４． 研究課題 

 

１．はじめに 

周囲を海に囲まれている離島の産業と言えば、まず思い浮かぶのは水産業で

あろう。確かに、水産業の生産額は第一次産業のなかでも高く、全体の約５割

を占める。しかしながら、産業分類別就業者数における離島全体 294,421 人の

内、農林業は 35,909 人（12％）、漁業 17,955 人（６％）と、農林業従事者の方

が多い。また、この離島での肉用牛の生産は、北は北海道の奥尻島（奥尻町）

から、西は与那国島（与那国町）までと、全国に広がる。加えて、外海離島の

みならず、瀬戸内海の離島を含めて日本各地に点在すると伴に、農業が気候に

左右される側面がある一方で、島の大小に関わらず産地が全国的な広がりがあ

り、生産額を伸ばしてきたことは重要かつ興味深い。 

そこで本稿では、離島の農業生産のなかで約３割を占める肉用牛の生産に着

目し、その優位性や生産を伸ばしてきた背景を考察したい。肉用牛の生産は、

母牛が出産してから８ヵ月から９ヵ月の哺育期間を経て、子牛として出荷する
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繁殖経営と、生後 30 ヵ月まで育てる肥育してから出荷される肥育経営がある 1）。

牛の生産地は、肥育された産地の名前で世に出るために、子牛が生まれ育った

島の名は消費者に知られることはない。実は、島育ちの子牛が多くのブランド

牛になっている可能性は高いと言われている。離島で育った子牛は、海風にあ

たったミネラル豊富な草を食み、島の急な傾斜を昇り降りすることで、肥育さ

れる時に体重を増量できるだけの足腰が鍛えられると言われている。 

ではなぜ離島での肉用牛生産が盛んになってきたのだろうか。そもそも、離

島では牛を家畜として、農耕の力作業を担ってきた。高度成長期にかけて農耕

が廃れる、もしくは農作業の機械化が進むにつれて、労働力としての役割を終

えた農耕用の牛は、子牛の繁殖をはじめとする肉用牛の生産へと転換していっ

た。その後、島ごとに品種改良に取り組み、物流の改善をともなって農家の軒

先で売買いされていた段階から中央市場へ送るようになり、適切な価格にて取

引ができるような体制を島ごとに構築してきたのだ。本稿では統計上の限界に

留意しつつも、離島での肉用牛の生産の実状を把握し、島の農業のなかでの位

置づけを明らかにし、今後の可能性について議論したいと考えている。 

本稿の構成は、第２章にて離島の畜産業に関する先行研究を整理し、第３章

では全国と離島の畜産業の傾向を述べ、畜産業を営む離島の生産額の推移等か

ら、肉用牛生産について注目すべき離島を考察する。最後に、第４章では今後

の研究課題について述べる。 

２．先行研究 

本章では、離島の畜産業に関する先行研究を整理する。まず、野澤(1971)に

よれば、日本の在来家畜として和牛は、中国地方をはじめとして日本全土に産

地として広がっていた他、見島牛（山口県萩市見島）、口之島牛（鹿児島県十島

村口之島）という離島固有の在来牛があるとされている。見島や口之島は現在

でも肉用牛の産地である。これらの在来家畜に、ホルスタイン種などの外来の

品種を掛け合わせながら改良し、農耕用の家畜から肉用牛生産への転換を図っ

てきた。 

それではなぜ、離島地域での肉用牛生産が盛んになってきたのであろうか。
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この理由は大呂(2014)に詳しい。同氏の研究では、沖縄県の多良間島、石垣島、

北海道大樹町、島根県隠岐諸島の知夫里島といった、離島をはじめとする日本

の国土周辺地域で営まれる肉用牛生産を分析し、畜産業が成長する背後にある

経営体の動態について事例研究をおこなっている。大呂の研究によると、離島

で畜産業は他の地域とは異なり例外的に発展したとしている。その背景として

以下の３点を挙げている。まず、肥育は輸入穀物に影響されるが、繁殖は牧草

の自給が重要であるため、土地利用により島の地形や地域資源を活かすことで、

単位面積当りの資本と労働の投下量を比較的少なくできることを意味する「粗

放化」に繋がること。次に、牛肉は輸入品との差別化がされていること。そし

て、本土と海を隔てている離島にとっては、鮮度にとらわれずに輸送できるた

めに、輸送上の不利益が小さく、離島における繁殖経営の優位性があることを

挙げている。このように、経済的、地理的な優位性を活かして、島での肉用牛

生産は位置づけを確立してきてようである。 

甲斐(2012)によれば、2005 年から 2010 年にかけて、長崎県壱岐市を事例と

して、総農家数の減少はあるものの、3026 戸から 2728 戸に減少しているが、

肉用牛は同期間に 12,252頭（繁殖牛 6742頭）から 12,457頭（繁殖牛 6942頭）

に増えている。また、壱岐市の 2006 年度の農業産出額である約 61億円のうち、

肉用牛は約 32億円であり、農業における肉用牛の貢献度は高いとしている。当

時の壱岐市の子牛市場では、子牛の出荷頭数と価格との関係から、子牛価格が

急落していたようであり、出荷頭数の減少につながることを懸念し、繁殖牛の

減少対策の必要性を述べている。 

地形的な優位性や、島のなかでの産業としての位置づけは確保しつつも、肉

用牛の生産体制に課題がないわけではない。離島の肉用牛の研究では、個別の

島に焦点を当てた事例研究として、それぞれの地域の社会経済の動向を鑑み、

経営体の特徴とその動態について分析しているが、これらの研究に共通してい

るのは、離島の課題として畜産技術向上の必要性を述べている点である。 

浜名(1986)では、鹿児島県の与論島、沖永良部島、徳之島、種子島の４島、

１市８町の農家の飼養管理状況を調査し、当時の和牛の繁殖状況は経営規模や

事業収益の低さから、まずは経営の採算を得るための繁殖技術の重要性を指摘

している。 
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また、大呂(2000)では島根県隠岐諸島の知夫里島における肉用牛繁殖経営が

拡大した要因について検証している。高度経済成長期に農業が衰退したものの、

知夫村の財政支出により維持され、入会放牧地を公共放牧場として活用しつつ、

地域資源を畜産に動員したことで子牛を低コスト化してきたとしている。知夫

里島では、本土の集約的な舎飼いに比べて生産面で優位な状況を生み出したが、

農家が生計を立てるためには、肉用牛繁殖経営を生計の副次的な位置にとどめ

続けていることで、効率的な生産システムが構築できたとしている。そのため、

畜産と組み合わされている産業の衰退によって、生活維持機能が失われる状況

が危惧されるため、観光業等との連携をふまえ、地域社会に適合するような再

構築の必要性を提案している。 

大呂他(2005)では、沖縄県多良間島と石垣島で事例研究をおこなっている。

復帰後の沖縄における肉用牛繁殖経営群を進化の過程としてとらえ、外部の環

境変化から生産者が技術を変化させることを「適応的技術変化」と定義し、経

営規模別に分析をおこなっている。市場や政策の動向、社会環境等の変化によ

り経営の変化を誘発する状況が発生したとしても、農家が制約条件のなかで実

施可能な経営のあり方や将来的な見通しを得るには、適応的技術変化の過程に

注目した分析が有効であると述べている。サトウキビの生産から畜産への移行

してきたことが強く影響し、農家は小・中規模の経営体が大きな割合を占めて

きたが、将来的な農家数の急激な減少により農地の供給制約が緩み、規模拡大

を誘発する可能性がある。その時に、安易に規模拡大を目指さずに収益性を高

められる技術を向上させることで、後継者候補が期待のもてる分野になるとし

ている。 

髙岡・熊谷(2018)では、宮古島の畜産農家を調査している。調査対象の農家

は、兼業から専業に転向して以降、削蹄と人工授精の受託作業で経営を安定さ

せ、牛舎を新設し、経営規模を拡大してきた。さらに、哺乳ロボットの導入に

よる省力化や、早期離乳によって分娩間隔を短縮させることで成果をあげてい

るとした。しかしながら、宮古島市では肉用牛飼養頭数が 10頭未満の経営体が

６割を占めており、全ての生産者が規模拡大を実現することは難しい。そのた

め、沖縄県が取り組む賃貸型の牛舎の活用事業など、小規模農家や新規就農を

支援する環境づくりが有効であるとしている。家畜市場への出荷頭数が増加す
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れば、購買者にとって必要頭数を確保できれば魅力的な市場となるため、地域

が一体となって「宮古牛」ブランドを浸透させ、観光需要の増加につなげるこ

とで肉用牛生産が地域に資するものになるとしている。 

小笠原(2019)では、徳之島で肉用牛繁殖を営むメリットは、サトウキビや馬

鈴薯との複合経営によりリスクの分散が図れ、温暖な気候により、豊富な自給

飼料が得られることを挙げている。その一方で、飼料の購入費用に輸送コスト

が上乗せされることが課題であるため、行政による支援体制が頭数を増やす後

押しになることを述べている。また、島の闘牛文化が肉用牛繁殖部門への参入

に対する心理的なハードルが下げ、後継者を得やすい環境であるとしている。 

離島の肉用牛生産に関する先行研究では、経営体の規模や動態を分析する研

究が主である。離島での肉用牛生産は優位性があり、地域の産業のなかで一定

の位置づけが得られてはいるものの、産地として経営体を成長させるためには、

農家の畜産技術の向上や、飼料の自給をふまえた生産コストの抑制策、地域社

会や自治体と一体になった取り組みやブランド化、後継者対策が重要であるこ

とが分かる。本研究では、先行研究に留意しつつ、離島での肉用牛の生産につ

いて離島地域を横断的に分析し、島の肉用牛生産について俯瞰する。 

３．離島での肉用牛生産の推移 

１）日本の肉用牛生産の動向 

農林水産省(2019)によれば、日本の肉消費量は昭和 35(1960)年から 70 年代

の初頭にかけて増加を続けてきた。昭和 35（1960）年度から比べて、令和元

(2019)年度の１人当たりの消費量は、米の消費量は半減したが、肉の消費量は

約 10倍に増加している。当初は国内消費を国産のみで賄っていたが、消費増大

に伴い一戸当たりの飼養頭数を増やし生産増大を図ってきたものの、消費の伸

びに追い付けずに輸入を増加させてきた。 

国全体の畜産生産は、表１に示すように、令和２(2020)年の農業産出額の合

計は８兆 9,370億円である。そのうち、畜産は３兆 2,372億円、産出額の約 36％

を占めており、平成 22(1020)年から５％増加している。 
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表１ 日本の農業品目及び畜産の生産額と構成比（単位：億円） 

  農業生産額 構成比   畜産産出額 構成比 

米 16087 18% 鶏 8334  26% 

野菜 22343 25% 豚 6619  20% 

果実 8937 10% 生乳 7797  24% 

畜産 32173 36% 肉用牛 7385  23% 

その他 9831 11% その他 2237  7% 

合計 89370  合計 32372  

出典：農林水産省(2019)を元に著者作成。 

 

 

図１ 子牛価格と繁殖雌牛頭数の推移（右軸：千頭/左軸：千円/頭） 

出典：農林水産省(2019)を元に著者作成。 

注）子牛価格は、黒毛和種（雄、雌）の年度平均価格。繁殖雌牛頭数は、各年２月１日時点

の数値である。また、令和２年より統計の調査手法が変更されている。 

 

肉用牛の子牛価格は図１のように、平成 24(2012)年ぐらいから上昇してきた

３）。同じく図１に肉用牛繁殖雌牛の頭数の推移を示す。繁殖雌牛の頭数は、平

成22(2010)年の 68万４千頭をピークに平成27(2015)年には58万頭まで減少し

たが、各般の生産基盤強化対策の実施により、平成 28(2016)年から増加傾向で

推移し、令和３(2021)年は 63万３千頭まで回復した。令和２(2020)年２月以降
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は新型コロナウイルス感染症の影響による枝肉価格の低下に伴い低下したが、

再び枝肉価格が上昇に転じたことに伴い回復している４）。 

 

２）離島の肉用牛生産について 

本節では離島での肉用牛生産の推移を俯瞰する。公益財団法人日本離島セン

ターが発刊する『離島統計年報』では、肉用牛生産をおこなう離島が掲載され

ているが、生産額と牛の頭数に繁殖と肥育の分類はなく、肉用牛を生産に従事

する農家の割合が明らかではないため、分析には限界があることを述べておき

たい。 

 

表２ 離島の第一次産業生産額における肉用牛生産の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

注）離振法は離島振興法。その他法は、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、

小笠原諸島振興開発特別措置法の意。 

 

表２のように、離島での第一次産業のなかでも、農業生産における肉用牛の

生産は 33.7％となっている。図２に、離島の肉用牛生産額と頭数の推移、図３

に一頭当たりの生産額の推移を示す。 

 

 

 

畜        産

肉  牛 畜産小計 農業 林業 水産業 総  計

生産額 離島計 41,961.2 46,901.4 124,605.4 2,190.3 124,424.6 251,220.3

離振法 15,636.1 19,538.7 53,132.6 1,941.0 118,545.3 173,618.9

その他の法 26,325.1 27,362.7 71,472.8 249.3 5,879.3 77,601.4

全体における構成比 離島計 16.7% 18.7% 49.6% 0.9% 49.5%

離振法 9.0% 11.3% 30.6% 1.1% 68.3%

その他の法 33.9% 35.3% 92.1% 0.3% 7.6%

畜産における肉牛の比率 離島計 89.5%

離振法 80.0%

その他の法 96.2%

農業における肉牛の比率 離島計 33.7%

離振法 29.4%

その他の法 36.8%
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図２ 離島の肉用牛生産額と頭数の推移 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

注）農業生産額は、１月から 12 月までの数値である。生産農業所得統計、作物統計、農林

業センサス結果等を活用した市町村別農業算出額の推計結果等に基づく数値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 離島の肉用牛における一頭当たりの生産額の推移（単位：円/頭） 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

肉用牛頭数は、離島全体で 118,896 頭、離島振興法対象地域で 40,288 頭、

その他の法律の対象地域では 78,608 頭と、奄美群島、沖縄の離島地域の頭数が

多い傾向にある。肉用牛の頭数については平成 22(2010)年の口蹄疫の発生後に

減少しているが、近年はわずかに上昇傾向にある。この肉用牛の頭数が減少し

年 

年 

－ 260 －



 

たことが影響し、図３のように一頭当たりの生産額が上昇したと思われる。 

 

 ３）分析及び結果の考察 

本節では、離島の農業生産のなかで肉用牛生産がどのような位置づけにある

のか、農業生産額における肉用牛生産額の構成比と、その推移を見ることで考

察したい。 

『離島統計年報』によれば、平成８(1996)年の時点では 112 市町村、100 島

で肉用牛が生産されていたが、本土との架橋により離島ではなくなった島や、

高齢化や人口減少等の理由により生産をおこなわなくなった島もあり、肉用牛

生産をおこなう島数は減少している。最新の平成 30(2018)年時点の数値によれ

ば、肉用牛の生産をおこなう離島は 58 島、52 市町村とある。本節の分析には

生産額と頭数の数値が明らかであり、データに欠損がない離島とした。そのた

め、生産の実態はあっても、生産額と頭数が不明、もしくは揃っていない離島

は分析対象から除外せざるをえなかった。分析対象とした 37 島を表３に示す。 

 

表３ 分析対象の離島及び市町村一覧 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

 

奥尻町(奥尻島)、八丈町(八丈島)、佐渡市(佐渡島)、隠岐の島町(島後)、海士町(中

ノ島)、西ノ島町(西ノ島)、知夫村(知夫里島)、土庄町(小豊島)、対馬市(対馬島)、

壱岐市(壱岐島)、宗像市(大島)、宇久町(宇久島)、小値賀町(小値賀島)、佐世保市(黒

島)、五島市(福江島)、薩摩川内市(上甑島)、西之表市、中種子町、南種子町(種子島)、

屋久島町(屋久島)、三島村(竹島、硫黄島、黒島)、十島村(口之島、中之島、諏訪之

瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島)、奄美市、龍郷町、瀬戸内町、大和村、宇検村 (奄

美大島)、喜界町(喜界島)、徳之島、伊仙町、天城町(徳之島)、知名町・和泊町(沖永

良部島)、伊江村(伊江島)、久米島町(久米島)、宮古島市 (宮古島)、石垣市(石垣島)、

与那国町(与那国島)。 
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まず、離島の肉用牛生産額の増減を図４に示す。多くの離島の生産額が増加

傾向にある。なかでも、上位に来る離島は 2008 年から 2018 年の 10 年間にかけ

て大きく増加している。特に、生産額の上位に来るのは、子牛の繁殖経営だけ

でなく、肥育経営をおこなう離島が生産額を伸ばしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 肉用牛生産額の推移（単位：百万円） 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

沖縄県石垣市の石垣牛をはじめとして、銘柄として確立され、ブランドが浸

透している島の生産額は高く、また増加傾向にある。表４に図４の生産額が高

い上位 10 位までの離島を示す。石垣島と同様に、鹿児島県の種子島や奄美群島

の離島が上位を占めている。鹿児島県で生産される鹿児島県黒牛もブランド牛

である。鹿児島県内で統一したブランドを構築しており、生産額は上昇傾向に

ある５）。 

 

年 
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表４ 離島の肉用牛生産額及び増減率の順位 

 

 

 

 

 

 

出典：『離島統計年報』の分析により著者作成 

注）表は 2018 年における生産額の高い離島を順位付けしたものである。表４の増減率の順

位は、平成６(1994)年の生産額を１として増減率を推計し、増加率が高い離島を順位付

けしたもの。 

 

表４によると、一頭あたりの生産額の一位は土庄町の小豊島ではオリーブ牛

と言うブランド牛を生産しており、島の畜産は 100％肉用牛生産である。小豊

島のオリーブ牛生産については、香川県(2022)に詳しい。小豊島は小規模な内

海離島であるが、ブランド化している肉牛の肥育経営をおこなうことで生産額

を高め、頭数が少なくとも付加価値の高い生産をおこなっていることが分かる。 

表４の増減率の順位は、平成６(1994)年の生産額を１として増減率を推計し、

増加率が高い離島を順位付けしたものである。増減率だけでみると、八丈島の

ように生産額や頭数が少なくとも、近年になって繁殖経営に取り組み、頭数を

増やしてきた離島は値が高く出る傾向にあると思われる。しかし、同じく表４

の牛の一頭あたり生産額が高い離島や増加率の高い離島では、三島村、十島村

を構成する小規模な離島では、繁殖経営により生産額を高め、比較的大規模な

外海の離島は肥育経営により生産額を高めているように推測できる。 

次に、生産額構成比の推移を図５に示す。構成比の推移により、島の農業生

産額全体に占める肉用牛生産の位置づけを考察する。構成比が年を追うに連れ

て高まっているかどうかにより、島内での位置づけが高まっていると推察する。

農業生産額における肉用牛生産額の構成比を高めている離島は、長崎県の小値

賀島、同県の壱岐島、島根県海士町の中ノ島、鹿児島県の上甑島等があげられ

る。これらの離島は、主として肥育経営に力を入れてきた離島である。 
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図５ 農業生産における肉用牛生産構成比の推移（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：分析により著者作成 

注）畜産における肉用牛生産が 100％の離島は、土庄町（小豊島）、西ノ島町（西ノ島）、知

夫村（知夫里島）、佐世保市（黒島）、三島村（竹島、硫黄島）、十島村（諏訪之瀬島、

平島、小宝島）。 

 

特に、壱岐島の「壱岐牛」、海士町のある中ノ島をはじめとした隠岐群島で

生産する「隠岐牛」は、島生まれ島育ちの牛としてブランド化し、その評価を

高めてきた。また、隠岐群島では、隠岐の島町のある島後、海士町の中ノ島に

て建設事業者等の他の業種から畜産業に進出する事例もあり、島で官民一体と

なった畜産振興とブランド化が実践されてきたことが、生産額を伸ばしてきた

年 
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背景にあると思われる。 

一方、島の農業がほぼ 100％肉用牛生産の離島である十島村、三島村といっ

た小規模な離島では、早くから子牛の繁殖に取り組み、島の農業を繁殖経営に

特化させてきたため、構成比の変化は少ないことが見て取れる。 

上記のように、本節では離島の肉用牛生産額の増減や、農業生産額における

肉用牛生産額の構成比の変化を見てきたが、農業生産のなかで肉用牛生産の比

率を高めている離島が多く、肥育した牛のブランド化、もしくは県単位で取り

組むブランド化を背景とした繁殖経営により生産額を高め、島の農業生産にお

ける位置づけを高めていると考えられる。 

４．研究課題 

本稿では、離島農業のなかで肉用牛の生産に着目し、生産額が上昇傾向のあ

る離島や、島内での農業生産における肉用牛生産の構成比が増加している離島

を明らかにし、生産が上昇してきた背景を考察した。その結果、肉用牛生産に

取り組む多くの離島が増加傾向にあるが、特に生産額の上位にあがるのは、子

牛の繁殖経営だけでなく、肥育経営をしている離島が生産額を伸ばしているこ

と、ブランド化を推進していること、加えて小規模な離島においては繁殖経営

に特化して生産額を高めていることが分かった。 

最後に、本稿の結果を踏まえて、今後の研究課題について述べる。本研究で

は、離島地域の傾向を分析することに注力したため、島ごと発展過程を知るた

めには、地域の畜産に関する歴史的経緯や、市町村の畜産振興施策について知

る必要がある。先行研究にもあるように、繁殖の技術、草地開発、投入予算、

経営方法により経営体の成長には違いが見られると思われる。加えて、国の畜

産振興政策や市町村の施策との関連性や、社会経済的要因との関係によって分

析することを課題としたい。島のなかでの畜産の位置づけを高め、生産額や頭

数を増加させてきた離島の実態を知るために、個別の離島に着目した事例研究

により深めていきたいと考える。 

次に、離島で肥育経営をする際には、生産コストや飼料の自給について研究

することは避けて通れないと思われる。現在は、新型コロナウイルスの世界的
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流行や、世界情勢の不安定化により日本国内で食糧安全保障の意識が高まり、

食料自給率の向上が求められるようになった。さらに、燃油高が重なり、事態

は深刻さを増しており、今後の生産コストの上昇は避けられないだろう。離島

の畜産業における生産コストの軽減対策としては、種子島の農畜連携がある。

種子島の耕畜連携事業は、畜産飼料にサトウキビや馬鈴薯でんぷん粉を用い、

飼料の自給率向上に取り組んでおり、将来的な生産と輸送費用の上昇に備える

ためにも注目すべき実践例である。このような離島での取り組みを調査してい

くことが政策立案に貢献するためにも重要になると考える。 

そして、担い手不足や後継者対策は離島においては喫緊の課題である。これ

までも、農業の担い手を確保するため、島外からの移住者を募り、担い手を確

保してきた。離島の市町村では移住定住政策を重視しており、島の持続可能な

農業の構築は自治体の移住定住政策との緊密な連携が求められている。しかし、

これまでの離島の農業研究では、農業経営や技術的な研究を軸として、第一次

産業の後継者対策と移住定住政策との関連性について考察することは少なかっ

た。昨今では、移住者のための住居整備や畜舎の整備といった、受け皿づくり

は農家だけでは難しく、自治体による施策が不可欠である。斜面の多い離島に

とっては、平地がないために土地を造成しなければ畜舎建設が難しい離島もあ

り、資材の輸送費がさらに嵩むために、自治体の負担の増大は大きな課題とな

っている。移住した農家が自立した農業経営に至るまでの道筋をつけるために、

移住農家の生産活動と生計について実態を調査し、島の既存農家と比較するな

どの実証研究が求められてる。本稿のようなマクロ的視点に立った研究にも留

意しつつ、離島の個別に農家の財務状況を分析等、農家の生活の安定化に資す

るミクロ的な分析をおこなうことで、持続可能な農業と移住定住政策の在り方

を明らかにしていきたいと考える。 
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注 

１）繁殖から肥育し出荷までを通じておこなう経営のスタイルを一貫経営と言う。 

２）令和元年度の牛肉自給率は重量ベース 35％である。 

３）繁殖雌牛の減少による子牛の分娩頭数減少と枝肉価格の上昇が原因を考えられている。 

４）枝肉とは骨がついた状態の肉のことであり、頭部、尾、四肢端等を切取り、皮、内臓を

取除いたあとの肉のこと。牛肉は枝肉の状態で格付けされ肉の量や歩留まり、肉色、脂

肪によって等級が決められる。 

５）本来であれば、与論島や竹富島も生産額が高く 10 順位内に入るが、肉用牛の頭数が明

らかになっておらず、分析からは除外せざるをえなかった。 
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６. おわりに－21 世紀農業の総合性、総合研究－ 

 

１．はじめにー三本木原の秋― 

  もう 20 年近くも昔になってしまったが、秋の１日、青森県三本木原の旧農

林省農事試験場三本木原営農支場跡地を訪ねたことがある。近くの青森県農林

総合センター藤坂稲作部を訪ねた際に、お願いして案内していただいた。 

三本木原はなだらかな丘陵地帯に山林と田畑がつづき、道辺にはセイタカ

アワダチソウが咲き乱れていた。「このあたりが支場跡です」といわれ車を降

りたが、近くに県の畑作園芸試験場があったほかは人家もまばら。半世紀前

の研究者たちの足跡はまったく残っていなかった。 

 三本木原営農支場といっても、知らない人が多いだろう。敗戦直前の 1945

年（昭和 20 年)の６月 27 日に発足した、わが国初の「農業の総合性」に関す

る研究(以下、総合研究という)を主務とした試験場である。 
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当初の職員は支場長の錦織
にしごおり

英夫
ひ で お

以下 33 名、試験用地 300ha、当時の農林省

が未来に夢を託して建設した研究機関で、今もわが国「総合研究の発祥の地」

といわれる。残念ながら、５年後の 1950 年には研究機関の再編整備で、東北

農業試験場（盛岡市）に統合されて消えた薄命の試験場だが、今振り返って、

この試験場がたどった歴史には、なにかと考えさせられるものが多い。 

ここからはその営農支場について、支場長であった錦織の研究人生とも重

ね、同場が追い求めた「農業の総合性」と、それに迫るため推進された「経営

試験」などの「総合研究」、さらにその後の総合研究の系譜について考えてみ

たい注１)。 

２．華北畑作農業との出会い、農業の総合性を考える 

話は 1939 年（昭和 14 年）、日中戦争さなかの中国大陸にさかのぼる。こ

の年、東京帝国大学助手であった錦織英夫は恩師那須
な す

皓
しろし

東大教授の北京大学

農学院顧問注２)併任にともない、同農学院教授に任ぜられ、併せて大学付設の

農村経済研究所員に就任した。彼の北京での本拠はこの農村経済研究所で、

1943 年には副所長に就任注３）、1944 年４月の帰国まで、もっぱら華北の畑作

農業の調査研究に当たった。 

いうまでもないことだが、華北における畑作の歴史は悠久の昔にまでさか

のぼる。最近は灌漑施設も整い、様変わりしているようだが、当時の華北農業

は極端な乾燥気候の下、秋播小麦を基軸にコウリャン・トウモロコシ・アワ・

大豆などを組み合わせた２年３作の輪作が主軸で、ワタ・落花生なども作付け

されていた 1）。 

錦織はこの多種作物が並列的あるいは時系列的に組み合わさった時間軸の

長い輪作農業が「大自然と実によく調和し、農業の組み立てや、その運営が実

に巧みな釣り合いのとれたものであること」に感銘を受け、｢農業の総合性に

ついて教わるところが極めて多かった」と述べている。そして｢なかでも、家

畜の農業経営における生態は、華北農業の永続農業の姿をよく示している｣と

高く評価している 2)。経営の中で、畑面積、その耕耘に必要な牛、牛に必要な

飼料、そこで生まれる堆厩肥がみごとに釣合いのとれたものになっていること
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を評価したのである。 

錦織が農業、わけても畑作農業の総合性に強い関心をもつようになり、帰

国後、三本木原で「農、畜、林全般に亘る営農に関する綜合的研究」3）をここ

ろざすようになったのは、こうした華北での濃密な調査の経験があったからで

ある。 

 ちなみに錦織がいた当時の北京には、北支方面軍司令部・興亜院華北連絡部

に東畑四郎（のちの農林事務次官、以下カッコ内はその後の役職）、北京大学

農学院と華北産業科学研究所注４）に秋元真次郎（農林省農産課長）、坂田英一

(同特産課長・農林大臣)、山田登（熱業農研センター所長）、熊代幸雄（宇

都宮大学教授）、渡辺兵力（農業総研所長）、西山武一（鹿児島大学教授）が

いた 4)。 

後年、錦織は「よく同志と共に北支の畑作農業について語り合い、(中略)

内地でも畑作農業の再建(農業の総合性)が緊要だとし(中略)畑作試験場兼研

修場の建設を考えたことがあった｣と述べているが、これらの方々がそのとき

語り合った同志なのだろう 5)。 

３. 三本木原営農支場の 4 年、歩きはじめた総合研究 

（１）営農支場の創設まで 

太平洋戦争が終末に近づいた 1944 年（昭和 19 年）４月、錦織は北京大学

を辞して帰国、以後１年間を東亜農業研究所（現：日本農業研究所）研究員と

して過ごした。代替飼料の研究に従事したというが 6)注５）、実際は営農支場長

就任の待機期間であったのではないだろうか。同所の理事長が有力な営農支場

創設推進者で注６）、直前まで農林大臣（1940～41）を努めた石黒忠篤であるこ

とからの推測だが、真相はどうだろうか。 

そこでつぎに、敗戦直前のこの時期に、なぜ人びとが営農支場創設などと

いう難事業に情熱を燃やしたかだが…… もともと三本木原は安政の昔に南部

藩士新渡戸傳が開拓に着手、辛苦の末に耕地を切り拓いたことで知られる東北

最後の原野であった。明治以降も開拓はつづき、1944 年には国営三本木用水

も完成している。同年起案の「国立高冷地試験場期成会規約」は、技術力向上
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で三本木原のさらなる開発を、と願う地元の希望から生まれたもので、12 月

には「会」が発足している 7）。 

営農支場創設は中央でも歓迎された。折しも戦争末期、食糧確保に苦悩す

る農商省
注７）

にとって、この未耕地の開発と、それに対応する試験場建設は

歓迎すべきことだったのだろう。1944 年２月には、貴族院予算委員会で「高

冷地試験場」早期実現を求める陳情があり、農商大臣答弁もされている 注８）。

また 10 月には、前述の北京時代の同志、東畑・秋元・坂田３課長を含む８課

長が現地入りし、調査に当たるという熱の入れようだった。 

その農商省で、計画推進の中心にいたのは秋元農産課長であった。もとも

と秋元は農事試で 14 年間水稲などの育種栽培研究に従事していた研究者であ

る。のちに錦織も当時を振り返り「秋元さんの華北産研の綜合試験の経験を、

そこに生かしていこうという構想によるものだったのではないか」と述べてい

る。秋元はここに「農事、畜産、園芸、林業及び農産加工といった広い分野の

綜合試験をする」「経営及び生活の研究までもやっていく」８）総合試験場の

建設を夢みていたという。 

 その秋元が、営農支場長に推挙したのが錦織である。農商省に呼び出された

錦織に秋元は「君が主張していた畑作研究の場を造ったから、初代支場長を引

き受けられたい」と就任を迫ったという９）。錦織が引き受けたのはとうぜん

のなりゆきであったろう。 

 ちなみに営農支場の｢営農」という呼称だが、｢営農」は農家の経営活動そ

のものを意味する。同場があえて｢営農｣の 2 字を冠したのは、地元から「農

家の経営および生活改善に直結した営農的・綜合的研究」10）をという強い要

請があったからだという。現地の農家が、稲作重視の中央の研究に飽き足ら

ず、実際の畑作経営改善に直に役に立つ総合的な技術開発を、と強く願って

いたことを示すものだろう。 

 

（２）営農支場の船出 

 三本木原営農支場は、まさに太平洋戦争敗戦間近の 1945 年(昭和 20 年)６

月 27 日に「わが国に於ける営農に関する綜合科学的研究を行う唯一の試験機

関」として創設された。 
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設立の趣旨について、

支場長に就任した錦織が

つぎのように述べてい

る。「本来農事試験場と

云えば、米、麦始め各種

作物の技術的試験研究を

行う機関であって、当場

の如く農、畜、林全般に

亘る営農に関する綜合的

試験研究を行うものはな

かった」11）。 

長く華北農業に触れて

きた錦織の眼には、農・

畜・林にまたがる営農技

術体系の総合研究、農業

の総合性との対決こそ

が、畑作振興の本道に思

えたのだろう。発足時の職員数は 33 名、用地は総面積 280ha 余、敷地内に畑

地のほか水田・ため池・放牧採草地・防風林・山林原野を有していた 1２）。

（図１参照） 

営農支場の創設から参加し、農作業の実態調査などを担当していた吉田寛

一（東北大学農学研究所長）は、８月 15 日の敗戦の報を「虻を追うのに忙し

い耕馬の手綱を取りながら牧草の種子を蒔いていた丁度昼時」13）に聞いたと

回想している。まさに嵐の中の船出であったのである。 

1948 年(昭和 23 年)の春までには、わずかながら庁舎も完成（図２参照）、

新規採用者の参加もあって組織も拡充され、庶務部のほか技術研究部と調査研

究部、それにこの支場独自の経営試験部からなる組織も成立、全国初の「営農

に関する綜合的試験研究」がはじまった。 

図１ 三本木原支場全図 

資料：『東北農試研究報告』第 2 号(1952)
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営農支場の設立趣旨は当初、就任したばかりの研究者にはなじめなかった

ようだ。同年４月に、新卒として営農支場に着任した経営専攻の鈴木福松（日

本大学教授）は当時を振り返り「技術がわからんで経営がわかるか」14)と叱咤

されたと回想する。同じ新卒で作物学専攻の栗原浩（京都大学教授）も「この

試験場は従来の試験場のような個々の作物に技術研究するところではない、総

合的な研究をする」15)といわれて戸惑ったと語っている。 

 

（３）「経営試験」 

「わが国最初の綜合的営農研究機関」と銘うった三本木原営農支場の、と

くに柱となった先駆的な研究は、技術・経営各分野の研究者を動員して経営試

験部が行った「経営試験」であった注９）。 

｢経営試験｣の意味については、同場の副場長格で自らもこの試験の推進役

であった岩崎勝直のつぎのような記述がある。「従来の農学に於ける諸専門の

分析的研究では限りなく分化し、部分研究としては益々進歩するが、夫等の結

果をとりまとめて組立て全体として把握する為には果たしてどうすれば良い

か、その方法は従来少しも解決されていない」。そしてその対策として「経営

を人と作物及家畜との共同社会と見做し、其処に発生する諸現象を生物生態学

立場に於いて考察することは、経営研究を進めて行く上に一つの有力な手段と

図２ 三本木原営農支場庁舎 

資料：『東北農試研究報告』第 2 号(1952)
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なるであろう」16)と主張している。 

「経営試験」では、場内に穀作型・酪農型および山地園芸型の実規模農場

を設け(第 1 図参照)、実際に耕種と養畜とを組み合わせた経営を営み、｢作物

の経営的性格｣「労力利用と作物編成」｢飼料負担面積｣など、寒冷地畑作経営

の合理化に欠かせない諸課題について調査を行った。 

｢経営試験｣の意味を解釈する手立てとしては、実際にこの試験に参加し、

この時代が「私の骨格ができる最初の時代である」と語る池善英（鳥取大学教

授）の思い出話が残されている。錦織から聞いた「敵陣を攻撃する砲兵の話」

17）だが、小山の陰で見えない敵を攻撃するとき、まずこの辺りとおぼしき辺

りに試射することで敵陣についての「諸元」を探り、じょじょに目標に近づい

ていく。まず｢経営試験」を行うことで、東北畑作が求めている「諸元」を見

出そうと、錦織たちは考えていたのだろう。 

新卒でいきなり｢経営試験｣に参加し、｢労力と作物編成｣調査を担当した鈴

木も、錦織から聞いた｢チュウネンがテロ－農場の経験から『孤立国』の理論

を導き出した｣という話を記憶している。鈴木はまた｢経営試験｣を今日の｢野

外科学｣注10）でいう「仮説を発想させる手段」であったのでは、と回想してい

る18）。 

戦争直後の混乱期に、未踏の寒冷地農業に立ち向かった当時の研究者たち

は、自らが現地の畑作経営に挑戦し、そこに潜む諸問題を摘出することこそ

が、彼らがめざす総合研究解明の第 1 歩になると考えたのだろう。 

 

（４）その他の総合研究、営農研究 

もちろん営農支場では、ほかにも多くの研究が行われた。営農支場の成果

をまとめた「東北農試研究報告」２号をみると、これこそまさに地元の希望し

た｢営農研究｣だが…… 

①各種畑作物が併行・前後して栽培されている農業現場で、農家目線でみ

た作業適期とはどの範囲までか、を追究した聞き取り調査、②合理的輪作様式

を知るための麦類・ダイズ・ヒエなど畑作物の前後作関係と連作障害の発生実

態についての調査、③30ha・169 枚の農家圃場に生えた 20科 38 種の雑草につ

いて、その時期別消長と、これを除草・中耕する時期・手段についての逐一調
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査、④青森県下４集落を対象に調査した、役馬導入の損益や養豚の経済性につ

いて報告など。 

それまでの水田作主体の作目別・専門分野別研究体制下ではみられなかっ

た現場に根ざした研究課題が並んでいる。 

もちろん敗戦直後の、施設も整っていなかった当時の試験場で、空腹を抱

えながらの研究者たちが、わずか 4 年(実質 2 年)で探り当てた研究成果であ

る。不十分にみえる調査が多いのは仕方ないとしても、注目したいのは雑草防

除や農作業・作付体系、畜力利用と関連する堆厩肥確保の調査など、それまで

の国の試験場ではあまり対象にされてこなかった課題が広く取りあげられてい

ることである。 

ほぼ同じ時期に、農事試験場鴻巣試験地にも「試験研究の綜合化に関する

事項」19）を所掌する技術部が創設され、水田作について雑草防除や農作業・

作付体系に関する研究がスタートしているが、営農支場のそれはこれと対をな

す寒冷地畑作を対象にした研究のスタートであった注 11）。 

1950 年(昭和 25 年)、営農支場の研究活動はわずか４年で幕を閉じる。戦後

の混乱期に、広野のただ中に送り込まれた研究者たちが、自らの手で開墾を進

めながら、未踏の研究領域に踏み込んでいった意欲と努力には敬服のほかな

い。 

 

（５）農村生活研究の創始 

営農支場が推進した総合研究の中で、もうひとつ忘れてならないものに、

国の試験研究機関初といわれる 20)農村生活研究がある。「農業は農民の生活

と密接不離」21）と考えていた錦織にとって、生活研究は必須のパーツであ

ったのだろう。 

担当したのは山岸正子注 12）である。そしてその山岸を抜擢、研究の場を提

供したのも錦織であった。東亜農業研究所時代に労働科学研究所勤務歴を持つ

彼女を助手に採用して、営農支場発足の際に三本木原に伴い、農村生活研究に

当たらせている。 

山岸の生活研究にかける執念はすさまじかった。着任早々、近くの藤坂村

の農家に足を運び、当時は肥料としても使われていた大豆の利用実態を調査し
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て雑誌に発表している 22)。営農支場４年間の成果をまとめた『東北農試研究

報告』２号では、リンゴ生産のさかんな津軽と雑穀生産が主体の南部の農家の

食生活を比較し、副食に魚を食べる津軽に比し、南部のそれは漬け物だけと指

摘。乳牛の導入によって食生活の改善を図ることが、同時に土壌改善にもつな

がると提言している 23）。 

ここからは、営農支場閉鎖後の盛岡での研究になるが…… 彼女の研究の

中で特記したいのは、山形県平田村に長期滞在して調査した「東北水田単作地

帯農家の生活構造」24）である。当時の庄内の稲作農家では、①厳格な家父長

制の下、生活は生産に従属していて、技能労働は経営主か長男が、単純だが過

酷な労働は次３男や婦女子にと振り分けられていたこと。②寝間は万年床で寝

具をしまう押入れもなかったこと、③50 歳以上の女性の 44％が腰曲がりで、

男性の 3 倍も多いことなど。強烈な「いえ」制度の下であえぐ当時の東北の

農村女性の生活が、同じ女性の眼で事細かに報告されていて、興味深い。 

山岸の労をいとわぬ研究姿勢については、近くでこれをみていた錦織のつ

ぎのような感想がある。「（山岸の）調査方法には正に独自のものがあり、農

家のふところ深く飛び込んで農家と溶け合い、農家と思いを同じくして、その

実態を見究めようとした。ある時は農繁期に農家の主婦に代わって台所を引受

け、またある時は、一行商に身を扮して農家の日常生活の生態に身近かに接し

ようとさえ努めた。真実を見究めようとするその研究態度は高く評価されてよ

いだろう」25) 

営農支場時代に同僚であった鈴木も、山岸の研究について「単なる生活改

善の研究でなく（中略）今でいうジェンダー視点の萌芽があった」と評価する

26）。彼女を研究に駆り立てた原動力には、単に農村生活の改善だけでなく、

ジェンダーへの強い想い入れがあったことも確かだろう。 

ちなみに、その後の山岸だが…… 1961 年、山岸は農業経営部農家生活研

究室長に昇任。国立農試初の女性室長と期待されたが、３年後病のため退職し

た。在職中、彼女が残した報告は『東北農試研究報告』だけでも前記 2 題の

ほか、北東北と中国地方の農家の労働年齢と疾病についての調査 27)、盛岡市

近郊の兼業農家の生活構造に焦点を当てた調査 28)と４題に及ぶ。いずれも当

時の東北の農家生活を知るのに欠かせない資料で、歴史の証言としても貴重な
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史料である。 

なお山岸については、彼女の研究人生を克明に調査し、彼女を著名な丸岡

秀子と比肩する「もう１人の農村女性研究者、山岸正子」と称える大門正克

(横浜国立大教授)の労作 29）がある。本項はこれを多く参考にさせていただき

執筆した。とくに記して、厚く感謝申し上げます。 

４. 営農支場の終焉、東北農業試験場、そして全国へ 

（１）営農支場の終焉 

1950 年（昭和 25 年）、三本木原営農支場はわずか４年で幕を閉じる。連合

国最高司令部の指示を受け、それまでの農事試験場・園芸試験場・畜産試験場

など専門別研究機関を統合し、中央に農業技術研究所、地方に北海道・東北な

ど７地域農業試験場（翌年、中国四国農試が中国と四国農試に別れ８地域農試

に）を配置する研究体制に改組されたからである。 

営農支場は東北農試に併合され、錦織は同場の初代場長に就任、同時に配

置換えとなった支場職員とともに盛岡に移った。まさに断腸の思いの退去であ

ったろう。 

 

（２）東北農業試験場での再出発 

 1950 年 10 月、東北農試は発足する。もちろんここでも農業の総合性の追

究、総合研究の火は消えることがなかった。山岸の生活研究については既に述

べたが、営農支場で経営試験を担当したほかの研究者たちも、多くは農業経営

部（部長は営農支場で錦織を補佐した岩崎）に移り、同部を中心に畜産部も参

加した畑地酪農の調査研究などに力を注いでいる。 

これは錦織が東北農試を去り、岩崎が後任場長に就任してからのことだ

が、1960～66 年には、近くの雫石町盆花開拓地の農家を対象に高位畑作機械

化実験農場を設定、｢東北北部の寒冷地畑作地帯を対象に、機械化集団営農方

式の確立｣30）について調査研究を行っている。 

また 1963 年には、場内に２ha 区画の大区画圃場 30ha が造成され、農業技

術部が発足、水田酪農を前提とした大規模機械化経営試験が実施されるように
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なった。 

 

（３）受け継がれた総合研究 

北東北の一隅、三本木原で燃えはじめた総合研究の火が全国に燃え広がっ

たのは 1960 年代になってからである。1961 年(昭和 36 年)に｢農業基本法｣が

制定されると、選択的拡大のかけ声の下、稲作だけでなく畑作・園芸・畜産に

もまたがる複合型農業の推進が求められるようになった。 

同じ時期、農林省の研究機関でも畑作振興のため、北海道農試・農事試・

九州農試に畑作部が、汎用水田を対象にして農事試に作業技術部、そして東北

農試に前述の農業技術部と、いわゆる「総合研究部」が新設される。裏作麦や

耕畜連携をめざす飼料作など、機械化作業技術体系や作付体系など、総合研究

がつぎつぎ進められたのはこの時代である。 

 新設された各農試の総合研究部の活躍については、ここでは触れない。ただ

ひとつ紹介しておきたいのは、農事試畑作部一戸貞光らの畑作酪農に関する総

合研究である。 

関東地方で畑 30ha と乳牛 50 頭をもつ大規模機械化農場を想定した試験で

「個々の技術が大規模畑作酪農の農場管理技術の一環として取り入れられた時

に、それらの技術が相互にどのように規制し合い、また農場全体としての生産

性のレベルを高めていくためには、これらの技術をどのように組み合わせたら

よいのか」31）を追究している。 

まさしく営農支場の「経営試験」継承の感があるが、それもその筈。筆頭

研究者の一戸は創設期の営農支場に在籍していた。三本木原の｢血｣はこうし

て受け継がれていったのである。 

ちなみに、その｢血｣のもとの錦織だが、この時期には既に東北農試を去

り、農林省技術会議事務局研究参事官の任にあった。職責からみても、彼が総

合部の新設に関与したことは間違いないだろう。 
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５．論考にみる農業の総合性と総合研究 

 ここからは営農支場を離れて、農業の総合性と、これを追究する総合研究に

ついての論考を、時代を追ってたどってみたい。 

 

（１）稲作独往時代の総合性、総合研究 

農業の総合性に最初に言及したのは、大正時代の横井時敬(東京帝国大学教

授)の著『合関率』(1917)であろう。橫井はまず農業に対する自らの姿勢を

｢学者は研究上必ず分解的に出でざるを得ない｣と釈明する。そしてその上で

｢畢竟農業なるものは各要素が有機的に結合せられて一定の目的の為に合関的

活動をなすもの｣であるとし、この活動を『合関率 Law of combination』注 13)

と名づけ、重要性を強調している。ただしその「合関的活動をなす」農業を研

究対象とし改良の道をさぐる「総体的研究法」については、「動的事情」が多

いとし、それ以上は言及されていない 32)。 

総合研究のサイドから、農業の総合性に接近しようとしたのは、本稿で取

りあげた錦織英夫の営農支場と、ほぼ同じ時期の盛永俊太郎(九州大学教授・

農事試験場長)であろう。 

盛永は農業の総合性を生態学的視点からみて、人間と作物・家畜が「互い

にその生と繁栄を依存し合うという関係になっている」と捉える。そしてそれ

にかかわる「(農学は)作物および家畜と人類との関係の学であり、それらが

おかれた物理的、化学的並びに生物学的の諸環境の総合の中において攻究さる

べきものである」従って農学は当初から総合性の最も高い生物社会の研究をそ

の本領として課せられたものである」33) と述べている。 

 

（２）米余り時代以降の総合性、総合研究 

農業の総合性、総合研究への関心はしかし、その後一時期、陰を潜める。

1950 年代の戦後復興期から 60 年代の選択的拡大の時代にかけて、国民の食生

活の向上改善に資する品種改良や農薬・化学肥料の開発が急がれ、作目別・学

問分野別縦割り研究が優先したからである。研究機関も蚕糸・畜産・果樹・野
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菜・食品など作目別・専門別試験場が独立、地域農試でも専門研究が優先され

るなど、細分化の一途をたどってきた。 

いったん陰を潜めていた農業の総合性への関心が、再び注目を集めるよう

になったのは 1970 年代以降。この頃になると、米余りが目立ちはじめ、農村

人口は激減、耕作放棄地が目立ちはじめる。兼業化が進み、非農家人口が増え

はじめたのもこの頃から。対応して、土地利用型農業の再建が強く求められ、

地域農業の複合化が進められるようになった。複雑化する農業に対応して、総

合研究が活性化したのはとうぜんの成り行きであった。 

1981 年（昭和 56 年）に筑波に誕生した農業研究センターは、農林水産省が

全研究機関協力の下に農業の総合研究に取り組む姿勢を示した最初の研究機関

で、その設置法１条には「多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の

総合的な試験研究」とある。 

初代所長川嶋良一は「農業の総合研究、農学の総合とは、地域や農家や農

村の現場での問題の解決改善のために、専門研究の協力を得て、特定の専門に

こだわることなく、力を集めて実践していく研究と、それを幅広く支援する学

問領域である」34）と述べている。総合研究はもはや一研究部の守備範囲では

なく、農業研究機関あげての課題になってきたのである。 

農業の総合性と、これに対応する総合研究についての論考はさらにつづ

く。1995～96 年に日本農業研究所が催した「日本の農学を考える」研究会の

主査金沢夏樹（東京大学名誉教授）は、後にまとめた著書 35）で「農業の生産

活動、環境保全活動、社会活動とそのための人間の営みに深い社会的使命を思

い、農学はそこから出発すべき」と主張する。 

そして「農学とは農業への視座を意識しているか否かにかかわる問題であ

って、基礎研究、応用研究の区別に拘る問題ではない」とし、「問題は農学を

Mission Oriented Science と考え、農業との直接間接の意味を考えたいから

である。そうであるならば、農学研究は総合ということを考えざるをえない」

と結論づけている。農学が農業の学である限り、総合化はとうぜんの方向とい

うことだろう。 
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６．おわりに－21 世紀農業の総合性、総合研究を想う－ 

三本木原の広野に研究者が集い、農業の総合追究に励んだ日から 70余年。

国際化が進む今日の日本農業では、稲作独往の時代は今や昔、稲作を支えてき

た小規模兼業農家は激減、汎用化された大区画水田に麦・飼料稲はもちろん、

大豆・露地野菜までつくられる時代がやってきた。農業生産法人や集落営農組

織など大規模経営体も増えてきている。 

いっぽうで、余り土地は要しないが、輸入資源に依存する施設園芸や舎飼

い畜産など施設型農業が増加した。生産から加工・流通をつなぐ６次産業化の

動きもめだつ。環境保全型農業への関心も高まりつつある。農業は今多様化

し、これが営まれる農村もまた、さまざまな姿をみせはじている。  

もちろんこうした農業情勢の変化に対応する技術開発も進んでいる。個々

の農家の実状に合わせて合理的な作付け計画を提供する営農計画策定支援シス

テム、リモートセンシング活用の作物生育・病虫害診断システム、分散した圃

場を管理し生産と環境保全の両立をめざす精密農業技術などなど。ここまでく

るともはや著者の学識外だが…… かつての農業研究の枠からは大きくはみ出

した｢多数部門の専門的知識を活用して｣生まれた新たな農業の総合性研究の

成果といってよいのではないだろうか。 

2005 年(平成 17年)に発効した京都議定書は、日本など先進国における温室

効果ガスの削減を強く求めている。最近のウクライナ情勢など緊迫化する国際

情勢の下で、化石燃料や飼料輸入がむずかしくなっていくことは避けられな

い。これからの日本農業の｢柱｣は好むと好まざるとに拘わらず、国内資源の

有効活用に重点を置く循環型農業に移っていくだろう。 

金沢は農学が Mission Oriented Scienceである以上、総合化はとうぜんの

方向と述べているが、これからの総合研究の責務は、地球生態系にマッチする

資源循環型農業の舵取りだろう。総合研究は、今後ますます重要性を増してい

くに違いない。 

70 有余年前、三本木原の広野で、研究者たちが立ち向かった農業の総合性

に関する研究は、こうした今日につながる研究の第 1 歩であったのである。 
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 ちなみに、三本木原営農支場長錦織英夫のその後だが。錦織は 1963 年(昭

和 38 年)に農林省を退職、日本大学農獣医学部教授となり農業概論などを教

えた。この間、日本農村生活学会会長を６年、日本拓殖学会会長として 13 年

間を農学振興に貢献している。 

1978 年に大学を退くが、退職後彼が力を注いだのが、本人も「わたしの五

十余年にわたる心の軌跡と足跡」と記す『農のこころ』の執筆である。総頁数

466。冒頭で錦織はとくに畑作農業に触れ、「水田農業と異って、その栽培作

物の種類が多く、(中略)各種作物の合理的な組み合わせの可能性も大きい」

と述べ、「固定的な水田農業と異なり、経営上むしろ進歩の可能性は大きい」

36)と強調している。 

 1989 年（昭和 64 年）、錦織は 86 歳で亡くなった。汎用化された水田に飼

料稲や露地野菜が植えられ、耕畜連携も進む今日の日本農業を、彼はどんな想

いでみているだろう。 

注 

注１）本稿では「農業の総合性」「総合研究」という用語がしばしば登場する。「総合」

とは、様々なものをひとつにまとめること。「農業の総合性」とは、変転する自然・

社会環境下の農業の現場(個人～集落)で、多様な作目、作期、栽培作業様式あるいは

養畜様式が相互に適応調和し醸成されて生まれる営農システム。作物の多い畑作の場

合は水田作に比べ、作期・耕種方式などがより多岐にわたり、総合性もより複雑にな

る。 

「総合研究」とは、「農業の総合性」の改善で生産の経営向上をめざす、研究手法

を異にする多数の研究者が社会・自然科学の別を超え共同して取り組む組織研究をい

う。 

注２）盧溝橋事件にはじまる日中戦争の勃発にともない、従来の国立北京大学など各大学

の中枢部はいずれも北京を脱出して長沙、昆明に移った。その後を受けて占領下の北

京にできたのが、ここでいう国立北京大学で、その農学部を農学院といった。院長は

東大卒の畜産学者龐敦敏、那須皓は顧問に就任した。 

注３）農村経済研究所 農学院敷地南側の別の建物にあった。錦織は 1943 年にこの農村経

済研究所副所長に就任した。 

なお、農村研究所における錦織のポストを所長とする資料（たとえば田島俊雄４））

も多いが、錦織の自著『農のこころ』の略歴では副所長となっている。 

注４）華北産業科学研究所 秋元は第２代所長。昭和 11 年に日本政府が華北に設けた農業
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関係研究機関。わが国の農事試験場に相当。品種改良、栽培飼養技術の改善、農業技

術員の養成などを行っていた。 

注５）『日本農業研究所５０年史』（1992）によると、1944,５,５～1945,６,24 の間、東

亜農業研究所経済第 1 研究室主任兼第二研究室主任として勤務。1944 年６月から農商

省米穀利用研究所委託「食糧ト飼料トノ合理的配分ニ関スル研究」に主査として従事

したとある。 

注６）『東北農業試験場研究報告』第 2 号をみると、青森県が企画した綜合冷害研究試験

所構想は昭和 1943 年 5 月には本格化しており、当初は東亜農業研究所所属とする案も

あったという。 

注７）太平洋戦争末期の 1943 年 11 月、農林省・商工省の 2 省は農商省・軍需省の 2 省に

再編されたが、1945 年の敗戦後、ふたたび農林省・商工省にもどった。 

注８）1944 年２月５日の第 84 回帝国議会貴族院予算委員会第５分科会に、石黒忠篤委員

と山崎達之輔農商大臣の間のつぎのような問答が記録されている。 

石黒忠篤君「青森県下冷害試験場ヲ建テルコトノ希望ト、資金ノ準備トガアルト云

フコトヲ申上ゲテ置キマシタガ(中略) 今日成立チカケテ居ル熱意ト資金トヲ、試験

場ノ設立ト云フコトニ具現ヲ致シマスヤウニ御盡力ヲ願ヒタイ」 

国務大臣（山崎達之輔君）「青森県ノ試験場ノ問題デアリマスガ、是モ極メテ適切

ナ御主張デアリマシテ、(中略) 何トカ一ツ工夫ヲシテ、成ルベク早ク実現ノ方法ヲ

考ヘテ貰ヒタイトイフコトヲ實ハ申シテ置イタヤウナコトデアリマス」 

注９）もちろんこの種の試験が過去になかったわけではない。『農のこころ』(80～81

頁）によると、1930 年代の後半に宇都宮高等農林学校で、磯辺秀俊教授（東京大学教

授）の指導の下、新設の総合農場（河内郡薬師寺村）で「水稲作に園芸・畜産も加え

た綜合経営に関する学理の究明」のため｢経営試験｣を行っている。直営農場 15ha に耕

種・畜産など経営方式の異なる想定農家５戸（各 1.5～3.0ha）を併置、連携化・共同

化を考慮した意欲的構想の実験であったという。 

注 10）川喜田二郎(1995)『発想法』(中公新書) 科学を｢書斎科学｣｢実験科学｣｢野外科学｣

に分け、実験科学の仮説検証に対し、野外科学の目的は仮説の発想にあると位置づけ

ている。 

注 11）国立研究機関以外では、1935 年前後に当時の大原農業研究所（現岡山大学資源植物

科学研究所）の近藤万太郎・笠原安夫が雑草について、吉岡金市が農作業合理化をめ

ざした直播研究を手がけている。 

注 12）東北農業試験場５０周年誌 OB 名簿や同農試に残された人事記録によると、山岸正

子の戸籍名は山岸マサと思われる。また『東亞農業研究所事業計画・報告・予算・決

算書 昭和 17年度～昭和 20 年度』によると、山岸正子は 1945 年３月１日～同年７月

31 日の間、在籍している。 

注 13)合関率：原著の緒言によると、橫井ははじめリービッヒの最小養分率に擬して「相

関率」と名づけようとしたが、既に使用例があることから「合関率」と名づけたとあ

る。英訳も Law of Coｍbination としている。漢和辞典によると「率」には「のり＝

律」の意味もある。今日的にいえば「相関律(法則)」の意味だろう。 
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西尾敏彦氏付記 

西尾敏彦(2019)「水稲「在来品種」考」『農業研究』第 32号 379-392頁の訂正 

 

『農業研究』第 32 号(2019)に掲載された拙稿「水稲｢在来品種｣考」380 頁

に、｢ちなみに、われわれが現在よく使う「品種」という用語は、明治 31 年

(1898)に当時の農学界の泰斗で帝国大学東大農学部教授であった横井時敬が彼

の著書『栽培汎論』(1895)で、はじめて用いた新用語である」と記したが、誤

りである。 

正しくは、明治 24 年(1891)に高等師範学校（現在の東京教育大学）教授の

大内健が『中等教育 農学通論』(博文館)に「農学上ニ品種ト称スルハ、植物

学上謂ハユル変種(ヴァライエチー)ノ更ニ変シタルモノヲ総括シテ謂フ」と

定義している。 

これが農業用語の「品種」の初出であると考えられる。深くお詫びして訂

正したい。 
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Ｅコマースによる青果物販売事業における 

安定供給体制の成立条件１） 
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(秋田県立大学生物資源科学部) 
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１．調査研究の目的 

１）課題の背景 

オンラインを通じたモノ・サービスの取引（以下「Ｅコマース」という）

市場において、あらゆる商品が売り手と買い手の場所・時間に関わらず取引可

能になった。ここでは品質が変化しやすい青果物も売買されている。国内のＥ

コマース市場は年々拡大傾向にあり、経済産業省(2022)によると、2021 年度

の市場全体の規模は約 21 兆円となっている。Ｅコマース市場構造は、ジェト

ロ(2017)によると、Ｅコマースによる消費者への無店舗販売事業を主軸とす

る企業（以下「Ｅコマース企業」という）が台頭し、上位３社で市場全体の５

割を占めている。2010 年代半ば頃から農産物生産者のみ出品できるプラット

フォーム事業者が登場したほか、2010 年代後半に、国内外の大手Ｅコマース

企業が有機食品小売事業者を相次いで統合した２）。これらの変化から、Ｅコマ

ース向け青果物供給にかかる取引の連鎖、すなわち青果物サプライチェーンに
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関与する主体への影響が少なからず生じつつあると考えられる。 

Ｅコマースは、時間や場所の制約がないため、24 時間 365 日、全国の消費

者からの注文を受けることができる。情報量の制約もないため、店頭と比べ十

分な商品説明が可能である。そのため商品知識が必要で、消費層がマイナーな

有機・特別栽培・こだわり青果物といった、慣行栽培でない栽培方法で生産さ

れた青果物（以下「非慣行栽培青果物」という）の流通に適する可能性がある。 

しかし、Ｅコマースにおいても生産と消費の懸隔は解消しない。生産者は

全国の分散した産地にて特定品目をその土地の土壌・気象条件の下で生産する。

消費者は年間を通して、少量・多品目を頻繁に購買する性質がある。農林水産

省(2019)によると、有機野菜の購入経験を持つ消費者の７割以上が、購入頻

度が週１回以上であることから、非慣行栽培青果物全般についても、一般品目

に準じた継続的な供給対応が求められると考える。他方、カタログ配布による

会員制宅配事業と異なり、電話等での加入や休止の手続きが必要なく、必要な

時だけ購入したい消費者、広告や SNS 等を通じ関心を持った消費者によるス

ポット的な需要も取り込みうる。そのためＥコマースは、近隣の人々に店舗販

売を行うスーパーや、地域の組合員に週１回受注・配送する共同購入事業を行

う生協とは異なる性質を持ち、新たなサプライチェーンが生じている可能性が

考えられる。 

青果物、中でも野菜は卸売市場を通じた、需給調整がなされてきた。非慣

行栽培青果物の需給調整についても、生協等への青果物供給に関わってきた専

門流通事業者が担ってきた。このことから栽培方法に関わらず、Ｅコマース向

け青果物サプライチェーンにおいても、卸売事業者が需給調整において重要な

役割を果たしていると考えられる。またＥコマース企業や生産者だけでなく、

Ｅコマース市場外にて食品流通関連事業を行っていた主体の事業参入も少なか

らず見受けられる。途中から参入する場合、これまでのチャネルと両立するた

めの対応が求められる。Ｅコマースが可能となってから数多くの事業者が小売

事業に参入したものの、多くの事業者が撤退していることがわかっており３）、

事業運営に困難性があると考えられるからである。したがってＥコマース市場

に参入した事業者がＥコマース事業の運営体制を確立しうる要件を検討する必

要がある。 

－ 290 －



 

２）先行研究の整理と課題の設定 

これまでのＥコマースにかかる理論研究、特に 2000 年代前半においてはイ

ンターネットが繋がる限り、いつでもどこでも売買できるという特性から、理

論的には生産と消費を直接結び付ける、又は新たな仲介者が介在することで、

流通段階が省略される可能性が国内外で論じられてきた。河野（2004）、鍋田

（2007）の研究においては、Ｅコマースによる中間流通段階省略の可能性が

指摘されている。孔(2018)は、Ｅコマース事業主体について卸売商・小売商

の存立に関する国内外の議論を整理し、いずれも省略されるとする中間業者排

除論、ネット通信販売は既存の小売業を補うとする補完論、小売商に位置する

新たな仲介者が介在するという新業態論に整理した。このうち、Ｅコマース市

場において生産者と消費者の間に介在する新たな仲介者について、田家

(2021)は、Belleflame and Peitz(2010)の議論を紹介し、仲介者の機能はデ

ィーラー・プラットフォーマー・情報仲介者・第三者保証機関であること、仲

介者は本質的に商品の再販売購入を行うディーラー、または売り手と買い手の

相互作用ができるプラットフォームを提供するプラットフォーマーとして役割

を持つと整理し、中間業者の機能別の介在にかかる理論的根拠を示した。さら

に、需給接合機能がディーラーの機能、情報の集約機能をプラットフォーマー

の機能と整理し、両者の違いを示した。 

Ｅコマース向けの農産物サプライチェーンに関する実証分析においても、

上記の性質から、生産者の消費者への直接販売について、斎藤・平泉(2003)、

伊藤(2018)などの多くの研究者によって分析がなされてきた。 

消費者の農産物購入にかかるＥコマース利用についても数多くの研究蓄積

があり、伊藤(2015)、竹崎ら(2014)、平泉・斎藤(2019)などにより、実店舗

との使い分けやＥコマース事業者間の使い分けなどについて分析がなされてき

た。 

消費者研究では、中間業者が介在するチャネルも含め分析がなされている

ものの、供給側の研究に関しては、生産者の直接販売を除き、研究蓄積は乏し

い。しかしながら、24 時間全国から注文可能で、日時指定可能なＥコマース

の性質に対し、中間業者である卸売事業者・小売事業者それぞれが、安定的な

青果物の供給体制の構築に関わっていると推定される。 
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末永はＥコマース向け青果物サプライチェーンにおいて中間業者が介在す

る場合の分析を行い、以下の点を明らかにしてきた。①Ｅコマース企業の主な

調達先は、専門流通事業者である、②Ｅコマースは流通の間接性に関わらず、

生産者価格は変動しない一方、流通の間接性が高まるほど、すなわち、生産者

と消費者の間に物流機能を持つ小売事業者や卸売事業者が介在するにつれ、生

産者側の数量決定にかかる取引条件が、大幅に緩和される、③Ｅコマース企業

と生産者の間には、専門流通事業者が複数介在する多段階流通が生じ、役割分

担がなされるということである。だが、Ｅコマースの特有の性質に対する卸売

事業者による多段階取引を通じた、流通の懸隔の調整（垂直的調整）対応は、

解明されていない。さらに、小売事業者については、参入後、短期間での事業

撤退が相次いでおり、継続の困難性が考えられる。そのため事業を継続するた

めの運営体制の構築、特に物流も担う事業者の撤退が多いことから、安定的な

商品調達のための取り組みが求められると考えられるが未解明である。 

本研究では、卸売事業者及び小売事業者の分析を通じ、Ｅコマースによる

青果物販売事業における安定供給体制の成立条件４）を明らかにすることを課

題にする。課題を明らかにするために、まず卸売事業者における多段階取引を

通じた需給調整問題への対応を分析する。次に小売事業者における継続的な運

営体制を明らかにする。最後に結論を述べる。 

２．調査方法の設計 

１）調査対象の選定・調査方法 

(1)専門流通事業者 

国内のＥコマース市場全体の約２割のシェアを持つＥコマース企業Ａ社

（ジェトロ (2017)）を介した消費者向け青果物販売に関し、取引関係が判明

した専門流通事業者М社・Ｎ社に電話にて聞き取り調査を実施した。著者のこ

れまでの研究より、専門流通事業者がＥコマース企業の主な調達先で、事例以

外の専門流通事業者からの聞き取り調査においても、専門流通事業者間取引が

なされていることを確認しており、事例は一般性を持つと考えられる。 
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（2）Ｅコマース事業者 

著者が 2013 年頃からインターネット検索や日経データベース等により取り

組みを把握してきた自ら運営する HP を通じ、無店舗にて青果物を販売するＥ

コマース事業者(生産者が運営主体のものを除く)のうち、５年以上事業を継

続することが確認できた事業者に依頼し、協力を得た３事業者（Ｐ、Ｑ、Ｒ）

にオンラインにて聞き取り調査を実施した。継続年数より、継続的な運営体制

が一定程度確立されていると考えられ、これらの事業者の分析による課題への

接近は可能と考える。 

 

２）調査方法と調査事項 

 対面のインタビュー調査を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により、電話又は ZOOM によるインタビュー調査にて実施した。当日中に回

答が困難な事項に関する回答のやり取りおよび、補足調査はメールにて行った。 

主な調査項目はそれぞれ以下の通りである。 

 

（1）専門流通事業者 

・企業概要 

・取扱商品・調達先 

・Ｅコマース向け青果物取引の方法 

・需給調整対応 

（2）Ｅコマース事業者 

・企業概要 

・Ｅコマースチャネル導入の経緯 

・取扱商品及び調達先の確保方法 

・運営体制 
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３. 調査結果 

１）専門流通事業者のサプライチェーンにおける垂直的調整 

(1)専門流通事業者の機能 

 Ｅコマース企業に非慣行栽培青果物を供給する主体は、生産者・生産者グル

ープ・専門流通事業者に分けられる。専門流通事業者は、農協や卸売市場では

取り扱っていない有機・特別栽培農産物や加工品を専門的に取り扱う流通主体

で、1970 年代後半頃から設立されたことが確認されている(末永(2018))。専

門流通事業者は、生産者・生産者組織と比べ品揃えが豊富で、供給可能な期間

が長い。そして取引量が生産者グループより大きいだけでなく、少量から大量

まで対応が可能で、複数の産地を持つことで代品手配が可能なため、欠品リス

クが生産者グループより低い。さらに生産者との連絡調整や品質管理、栽培履

歴の管理も担う。よって調達側であるＥコマース企業にとって、専門流通事業

者は、必要な時に必要な量だけ、青果物を供給できる機能を持つといえる。 

末永(2018)によると、専門流通事業者は 40～130 品目と多品目を扱い、年

間を通して供給可能な「得意品目」を有している。 

（2）事例概要と品揃えの変化 

 事例として分析するＡ社・М社・Ｎ社の位置関係を図１に示す。仲介者の区

分については、Ａ社はプラットフォーマー、М 社とＮ社はディーラーに該当

する。商流では消費者に近い順にＥコマース企業Ａ社、専門流通事業者М社、

Ｎ社の３社が介在する一方、物流ではＮ社から消費者へ配送されている。当該

取引にてМ社・Ｎ社の位置の入れ替わりはない。３社は互いに資本関係になく

独立している。 

Ｅコマース企業Ａ社は 1997 年に消費者向けＥコマース事業を主事業として

創業し、あらゆる商品を約 2.7 億点扱う。青果物の取り扱いは 2019 年 12 月

時点で約 55,000点と膨大な商品数を有する。 

表１は専門流通事業者М社・Ｎ社の概要である。いずれも愛知県に立地し、

Ｍ社とＮ社のＥコマース向けの取引は、2012 年から開始した。いずれも主事

業は青果物卸売事業で、Ｅコマース向けは約３～10％である。 
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М社は事業全体では野菜を中心に取り扱うが、Ｅコマース開始を契機に果

実、米や加工品の取り扱いを開始した。Ｍ社が扱う商品全体では特別栽培が中

心だが、Ｅコマース向けの野菜は、有機栽培の割合が約９割と極めて高く、ほ

とんどをＮ社から調達する。Ｎ社の取扱商品は野菜が中心で、その約９割が有

機栽培である。Ｅコマース向けは有機栽培のみで、果実はほとんど販売してい

ない。Ｎ社の有機栽培の野菜は有機 JAS 認証を取得している。 

Ａ社、М社、Ｎ社の品揃えを比較すると、Ａ社は食品ほか雑貨、家電、フ

ァッションなどあらゆる商品を扱う。М社は非慣行栽培青果物の他、米や無添

加食品など、いわゆる自然食品店に類似した品揃えを持つ。Ｎ社は有機野菜を

扱う。専門流通事業者の品揃えの違いに着目し、М社を自然食品専門流通事業

者、Ｎ社を有機専門流通事業者と分類する。 

プラットフォーマーであるＥコマース企業Ａ社は億単位の品揃えを有し、

4,500 万人５）と非常に多くの利用者を確保する。Ａ社は受注・決済情報管理、

取引先に対し商品ページへの訪問・閲覧状況や、購入情報などのデータ提供に

よる販促支援、出品事業者・出荷元の審査、商品不備・不着や音信不通等のト 

図１ Ａ社・Ｍ社・Ｎ社の位置関係と受注から配送の流れ 

資料：М社・Ｎ社聞き取りより作成。 

注 ：１）消費者の支払手段は、クレジット決済・コンビニ支払・代金引換・振込等があ

り、消費者の選択により決済時期は異なるが、М社からの聞き取りによると注

文時になされるクレジット決済が一般的に用いられている。 

   ２）丸数字は時間的な流れを表す。同じ番号は専門流通事業者にて同時になされる

と認識している場合である。 
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ラブル発生時の仲裁や補償を引き受ける取引リスク緩和６）を担う一方、出店

料及び販売高に応じた手数料を徴収する。商品価格や調達には関与しない。Ａ

社に直接青果物を供給する生産者の割合は５%未満で、何らかの流通事業者が

介在しており（末永(2019)）、Ａ社の青果物の品揃えは М 社等、生産者以外

により形成されているといえる。数量は消費者が注文を確定する都度、Ａ社を

通じ連絡が来るとМ社は認識していることから、Ａ社は消費者の注文を集中さ

せるが、数量調整はМ社以降でなされるといえる。 

以後、消費者からの注文確定後の調整過程をみる。 

(3)青果物受注の性質と専門流通事業者による垂直的調整 

①自然食品専門流通事業者М社 

 自然食品専門流通事業者М社は、Ａ社を通じて 24 時間 365 日 Web またはア

プリから１日あたり５～30 件受注し、問い合わせに対しても毎日対応する。

受注件数と受注アイテム数は、個々の消費者の希望に応じ日々変動している。

М社は受注すると、野菜については主に有機専門流通事業者Ｎ社から調達する。

発注は自然食品専門流通事業者 М 社の休業日を除き週６回、取引開始時に決

定した固定価格で発注している。発注手段は FAX を用いる。発注手段を調達

先にとって一般的な手段７）に統一することで受注負荷を緩和するといえる。 

 

表１ 専門流通事業者М社・Ｎ社の概要 

資料：Ｍ社・Ｎ社聞き取りより作成。 

注 ：Ｅコマースの割合は金額ベースである。 
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②有機専門流通事業者Ｎ社 

有機専門流通事業者Ｎ社におけるＥコマース企業Ａ社・スーパー・生協各

１事業者の特定の有機野菜１品目に関する同時期の受注実績を比較する。図２

で示す通りＥコマース向けはほぼ毎日受注し、週１回定期的に受注する生協・

スーパーより受注頻度は高い。Ｅコマース向けの出荷頻度は週５～６回で、週

３～４回の生協・スーパーと比べ高い。納期についてスーパー・生協は、受注

日から７～13 日後であるのに対し、Ｅコマースは１件ごとに２～７日後で短

期・不定である。このように、受注・出荷頻度が高く、受注から出荷までの間

隔が短期かつ不定という特徴は、日々の受注に対し、生協のように週単位のリ

ードタイムの調整が困難であることを意味し、Ｅコマース向けの取引はスーパ

ーや生協との取引と比べ、不安定性を有するといえる。なお、当該期間中の有

機専門流通事業者Ｎ社の卸売価格は、作付前に決定した価格で自然食品専門流

通事業者 М 社も変更していない。そのため、Ｅコマース向け取引の不安定性

は消費者の個々のニーズに左右されるというＥコマース特有の不安定性に由来

する面が大きいと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 有機専門流通事業者Ｎ社におけるＥコマース向け有機野菜１品目の 

受注実績と市場価格(１か月分) 

資料：Ｎ社提供資料より作成。 

注 ：１）Ｌ社はＭ社のような専門流通事業者である。 

   ２）当該期間中、Ｍ・Ｎ社ともに販売価格は一定である。 
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有機専門流通事業者Ｎ社は、自然食品専門流通事業者 М 社からのＥコマー

ス関連の受注に対し、単品目および消費者が任意の品目を選択できる野菜セッ

トを消費者の到着希望日と配送地域に応じ、１件ごとに出荷対応を行っている。 

集荷について、有機専門流通事業者Ｎ社は北海道の販売会社８）に根菜類を

発注する場合、発注頻度は週１回である。スーパー等、他の取引先からの受注

と合わせコンテナ便を使い５トン単位で発注する９）。納品頻度も週１回で、冷

蔵倉庫で保管した商品をＥコマース向けに出荷している。葉物類はスーパーや

生協向けの受注をとりまとめ、近畿の農業法人に週１回発注する。日持ちしな

いため在庫を持たず、納品頻度は週６回である。Ｅコマース向けの発注のタイ

ミングは、週間発注前後で異なる。週間発注日の前日に葉物野菜を１受注した

とすると、Ｎ社は週間発注分に１追加し発注する。週間発注後、Ｅコマース関

連で受注した場合、Ｎ社は消費者向けの出荷予定日を納品日に指定し追加発注

する。発注頻度が増加するが、他の販路向けと同梱することで売上増・配送コ

ストの節約が可能となることがわかった。 

 

２）小売事業者のＥコマース事業の継続的な運営体制 

 前節ではＥコマースが 24 時間 365 日受注し、納品日が不定という不安定な

性質に対する多段階取引を通じた需給調整対応について、卸売事業者である専

門流通事業者の受発注及び集出荷対応に着目して明らかにした。本節では小売

事業者であるＥコマース事業者の継続的な運営体制、特に前節で明らかにした

Ｅコマースの不安定な性質に対する小売事業者側の調達対応を重点的に明らか

にする。 

(1)事業者の概要と流通機能 

 事例概要を表２に示す。Ｐは生活協同組合で東京に拠点を置く。事業構成は、

カタログを配布して週に１回、生協側が決めた曜日・時間帯に配送する定期宅

配事業が 99％、Ｅコマース事業が１％である。Ｑは株式会社で愛知県に拠点

を置く。事業構成は、Ｅコマース事業が 58％、先述したＥコマース企業Ａ社

向けのモール事業が７％、卸売事業が 35％である。Ｒは株式会社で東京都に

拠点を置く。事業構成はＥコマース事業がほぼ 100％となっている。 
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Ｅコマース事業開始経緯について、Ｐは定期宅配を利用できない組合員か

らのニーズがあったため、2014 年から連合会の取り組みとしてではなく、Ｐ

独自の取り組みとして開始した。Ｑは有機野菜の卸売事業を中心としながら、

近隣地域の消費者にカタログを配布し、自ら配送を行う消費者宅配事業を開始

したが、利用者の伸び悩みと配送業務の負担の問題から、2003 年から全国販

売可能で配送を委託するＥコマース事業に転換した。 

Ｒは食の作り手である生産者を特集した情報誌と、特集した生産者の収穫

物を付録として送付する付録付き情報誌の制作を行ってきた。全国に展開して

いたが、毎月特集可能な生産者と付録として供給可能な生産物の量に限度があ

るため、2014 年からＥコマース事業を開始した。いずれも開始の経緯は、既

存事業では商圏・品揃え・利用者層などの制約があるため、Ｅコマース事業を

開始したといえる。 

各社の流通機能を表３に示す。Ｐ・Ｑ・Ｒいずれも自らが運営するウェブ

サイトの管理を共通して担っている。それ以外の業務について、Ｐはグループ

会社及び上部組織で業務分担しており、Ｐは受注管理および出荷業務を担って

いる。Ｑはウェブサイトの構築・配送業務を除き自社で担う。Ｒは生産者の募

集・審査、取引の仲介、ウェブサイトの運営を担い、商流・情報流に特化して

表２ 事例概要 

資料：聞き取りより著者作成。 

注  ：１)Ｑは自社が運営するウェブサイトだけでなく、Ｅコマース企業を 

      通じた販売も行っており分けて記載した。 

２)事業構成は金額ベースである。 
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いる。いずれもこれまでの事業との関連から機能が決定されている。なお、仲

介者の区分においては、Ｐ・Ｑは既存事業・Ｅコマース事業いずれもディーラ

ーだが、Ｒは情報仲介者からプラットフォーマーに転じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)各事業者の運営体制 

つづいてＥコマース事業の運営体制について、品揃えと価格、受発注体制

の面から整理する。特に前節で明らかにしたＥコマースのスポット的な特性に

伴う各事業者の対応を中心に整理する。 

① 定期宅配事業者Ｐ 

Ｐの品揃えは産直３原則に加えて、環境保全型農業を推進していることを

調達方針としている。アイテム数はカタログが 2,000、Ｅコマースが 1,500 で

ある。定期宅配では日用品も扱うが、Ｅコマース事業においては生鮮、加工食

品に絞られている。 

Ｅコマース向けの販売価格は、後で述べる事業の性質の違いに伴い発生す

る運営コストを吸収するため、定期宅配価格に４％加えた価格設定をしている。

配送費についても地域一律だが、Ｅコマースについては、日時指定対応に伴う

配送センターの運営コストを吸収するため、定期宅配より３割程度高く設定し

表３ 各事業者の流通機能の比較 

資料：聞き取り及び HP より著者作成。 

注  :１)Ｐ連合会子会社が担う業務について、ウェブサイト 

    構築と配送業務は異なる子会社が行っている。 

   ２)Ｒと宅配業者は提携しており、注文が確定すると宅 

    配業者にも注文情報が伝達され、宅配業者が生産者 

    に伝票を届ける仕組みを持つ。 
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ている。他方、購入金額が一定金額を超えると無料にすることでまとめ買いを

促している。 

Ｐの事業は定期宅配事業とＥコマース事業に分類されるが、会員区分はカ

タログ会員、アプリ会員、Ｅコマース会員の３つの類型があり、カタログ会員

とアプリ会員は定期宅配事業に含まれている。カタログ会員は週１回カタロ

グ・商品を配布する会員である。会員数は 28 万人おり、約９割が毎週注文す

る。アプリ会員は、必要な時にアプリで注文し、Ｐが決めた配送曜日と時間帯

に配送を行う会員である。会員数は６～７万人おり、約２割が注文する。Ｅコ

マースの会員は、必要時にアプリで注文し、配送日と時間帯を指定できる会員

である。会員数は２万人おり、約１割が注文する。よって注文・配送の自由度

が高まるほど、会員の注文割合は減少し、カタログ、アプリ、Ｅコマースの会

員の順にスポット的な性質を帯びる。これらの注文に対し、配送曜日をＰが決

める定期宅配事業については、配送日の６日前に週５回注文を締めた後に連合

会に発注し、週５回配送する。配送日を会員が決めるＥコマース会員について

は配送日の３～６日前に週３回注文を締めた後に発注し、週５回配送する。Ｅ

コマース事業分の発注は定期宅配事業とは別になされる。発注先はいずれもＰ

の連合会である。調達価格は同じだが、発注を別でとりまとめることにかかる

人件費や、定期宅配事業向けの物流とは別に、宅配便を使用する場合に発生す

る配送コストについては、商品価格に反映することで対応している。これまで

Ｐ側では定期宅配事業と両立可能な範囲で利用上限を設定し、新規受付を制限

していた。その後、2022 年４月より到着日は最短でも６日後と遅くなるが、

調達スケジュールを定期宅配事業の発注スケジュールと揃えることで、新規受

付を再開、受付枠を拡大した。受発注スケジュールを再調整することでＥコマ

ースのスポット性がさらに緩和されるため、チャネルの拡大が可能になったと

考えられる。 

以上より、Ｐはこれまでの定期宅配の品揃えをベースに、追加の運営コス

トを価格に反映させながら、定期宅配と揃えた調達体制を構築することで、Ｅ

コマース事業のスポット性を吸収し対応していることがわかった。 

② 専門流通事業者Ｑ 

品揃えの方針は有機 JAS 認証を取得していること、畜産物についてはアニ
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マルウェルフェアに配慮していることが確認できることである。アイテム数は

約 800 あり、青果物・米・畜産物を扱うが、販売高の比率は野菜が８割、果

実が 1 割と元々の卸売事業で扱ってきた青果物が中心である。 

価格について、卸売事業とＥコマース事業の販売単価は事業の性質から別

途設定する。果実の長期保管に伴う値上げを除き、原則年間を通して定価で販

売している。配送料は地域別に設定し、消費者が負担する。購入金額が一定金

額を超えると配送料の割引を行っている。 

ＱのＥコマース事業の会員は消費者の希望日・頻度にて購入する定期会員

と、１回限りの購入をするスポット会員がおり、比率は半々だが、消費者それ

ぞれの配送希望日に対応するため、受注はスポット的な性質を持つ。Ｅコマー

ス事業で受け付けた注文は、卸売事業分とまとめて週２回ＦＡＸで発注する。

発注先は生産者・生産者グループ・専門流通事業者である。卸売事業の発注ス

ケジュールを揃えることで、Ｅコマースのスポット性を吸収しているといえる。

卸売事業、Ｅコマース併せて調達するため、同一調達先からの調達価格は同じ

である。出荷は自社で冷蔵保管している商品は最短翌日に出荷する。それ以外

の商品は注文後に発注するため、４～７日後、会員の地域に応じた出荷日の調

整を行いながら納品する。 

以上より、Ｑはこれまでの卸売事業で専門的に取り扱ってきた有機青果物

を中心に、Ｅコマース事業を卸売事業の発注スケジュールと揃えた調達および

Ｑが一時保管することで、Ｅコマースのスポット性を吸収し対応していること

がわかった。 

③ 情報誌制作事業者Ｒ 

Ｒの品揃えの方針は、生産者からの調達であることである。農協や、卸売

事業者、小売事業者といった「仲介者」は出品できない。青果物流通はあらゆ

る品目の年間供給が一般的な課題となるが、地理的な制約がないため、5,000

人を超える全国の生産者が銘々に出品することで、市場調達をしなくても年間

供給ができている。品目は農畜水産物・加工食品のほか花きや観葉植物も扱い、

アイテム数は約 13,000 である。販売高の８割を青果物と水産物が占める。 

価格について、Ｒは生産者の価格決定に関与せず、生産者が決定する。送

料は生産者からＲを経由せず消費者に配送されるため、生産者と消費者の地域
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に応じた送料が設定される。送料は、商品価格とは別に消費者が負担する。送

料については、Ｒが宅配業者と包括契約していることで、個々の生産者が個人

契約の運賃体系で配送するより安く配送できる。また、伝票発行システムによ

り、伝票の発行・配達は宅配業者が担うため、生産者はこれらの業務が不要と

なる。したがってＲが介在することで、出荷業務の低減・配送費用の節約が可

能といえる。 

受発注の仕組みについて、消費者からの注文が確定すると、同時に生産者

及び宅配業者に発注情報が流れる。消費者からの注文は、都度注文及び消費者

側が自由に開始・停止できる拘束性がない定期注文を含めて、スポット的であ

る。商品はＲを経由せず生産者から発送されるが、納期は受注翌日から 16 日

後の間で生産者が設定するほか、収穫後発送などのように消費者の希望を受け

付けないことも可能である。Ｒの情報誌における納期が注文確定から２～３週

間後であるのに対して、短期かつ不定であるが、生産者側に裁量を持たせたル

ールを策定することにより需要のスポット性を吸収しているといえる。また運

営にあたり、Ｒは登録や月額の出店料等は徴収せず、総売上の 15％と伝票発

行システム費用を徴収する。自社サイトやインターネットモールと異なり初期

費用や月額の固定費がかからず、生産者にとって参加しやすい仕組みといえる。 

以上よりＲは調達先を生産者に限定し、宅配業者との連携による出荷業務

の軽減・物流コストの節約、月額の固定費がかからないなど生産者が参入しや

すい仕組みを構築している。Ｅコマースの需要のスポット性に対しては、生産

者に裁量を持たせ、消費者が許容する取引ルールとすることで、対応している

ことがわかった。 

４．考察と今後の検討課題 

Ｅコマースは、理論上生産者と消費者を直接的に結びつけると考えられて

きた。しかし、専門流通事業者の分析より、Ｅコマースは供給側にとってスー

パーや生協向けと異なる受注手段で、受注頻度が高く、納品期日が不定という

不安定な性質があることがわかった。そのため専門流通事業者が生産者とＥコ

マース企業の間に複数介在し、多段階を通じた受発注システム及び弾力的な集
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出荷システムを構築することで、需要と供給のずれを調整し、取引の安定化・

効率化を図りながら品揃えを確保していることがわかった。 

Ｅコマース事業者の分析では以下の２点がわかった。①ディーラーである

定期宅配事業者と専門流通事業者は、Ｅコマースの需要のスポット的な性質に

対し、本業の販売チャネルと合わせた調達体制を構築することで、不安定性を

吸収している、②プラットフォーマーである情報誌制作事業者は、生産者の直

接販売より出荷・販売負担が低く参入しやすい仕組みにより調達先の生産者を

確保し、供給サイドの不安定性に対しては、生産者の裁量が大きく認められた

取引を消費者が許容する仕組みの策定により対応していることがわかった。 

以上の調査結果より、Ｅコマースによる青果物販売事業における安定供給

体制を成立させるためには、青果物生産及び、Ｅコマース特有の需要の不安定

性に由来する数量の不安定性への対応が必要である。これらの不安定性に対し、

Ｅコマース事業者側又は専門流通事業者等、ディーラーの役割を持つ中間業者

が、一時保管を行うこと、発注手段を統一すること、既存チャネルと合わせた

集出荷体制を構築することが対応策と考えられる。ディーラーが省略され、プ

ラットフォーマーのみ介在する場合は、生産者側に継続可能な価格や配送日決

定にかかる裁量を持たせた取引ルールとすることが要件と考えられる。 

今回の分析では、非慣行栽培青果物を専門的に取り扱う卸売事業者である

専門流通事業者の事例が多く含まれるが、非慣行栽培の青果物に限られず、一

般的な農産物の供給においても、生産・消費の零細性・分散性およびＥコマー

スの受注の不安定性は共通することから、これらの商品の需給調整機能を持つ

専門流通事業者などの中間業者の介在が必要と考えられる。農産物の品目別の

Ｅコマース市場向けのサプライチェーンの構造、専門流通事業者以外のディー

ラーの役割を持つ中間業者の取り組みについては今後の検討課題としたい。 

注 

１）本論文の研究の背景及び調査結果の１）については、末永千絵(2022a)「インターネッ

トを利用した農産物流通」（木立真直・坂爪浩史編著『食料･農産物の市場と流通』、筑波

書房、所収）に加筆を行った上で引用している。 

２）Ｅコマース企業各社のプレスリリースや、中島(2017)、首藤(2018)などで言及されて
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いる。 

３）末永(2022b)より。 

４）本報告は、公益財団法人日本農業研究所 令和２年度人文・社会科学系若手研究者助

成事業において、研究課題名「Ｅコマース企業の青果物販売事業における安定供給体制

の成立条件」として助成を受けたものである。しかし、その後の調査・研究成果を踏ま

えて、本報告書では「Ｅコマースによる青果物販売事業における安定供給体制の成立条

件」とタイトルを修正した。 

５）日本経済新聞社（2019 年 12 月８日）より。 

６）Ｅコマース企業Ａ社の HP より。 

７）専門流通事業者М社・Ｎ社からの聞き取りより。 

８）北海道内の有機野菜生産者約 10 名で構成され、代表生産者の農場に本社を置き、道内

２か所に選果場を有する広域の販売会社である。法人に生産機能はない。供給主体とし

ての機能は生産者グループと専門流通事業者の中間に位置すると考える。 

９）当該販売会社が、鉄道コンテナ便が利用できる５トン単位での発注を要請しているた

めである。５トンに満たない単位で調達する必要が生じた場合、専門流通事業者Ｎ社は

北海道に拠点を置く専門流通事業者から調達する。 
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１．はじめに 

TPP11 や日米自由貿易協定などの発効により関税が段階的に引き下げられる

中で、農畜産物への影響が懸念されている。一方で農林水産省の輸出重点品目

として輸出拡大が期待されている農畜産物もあり、その１つが和牛肉である。

農林水産省（2022）によると牛肉の輸出額は 2011 年に約 35 億円であったが、
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2021 年には約 537 億円と大幅に増加してきた。そのほとんどは和牛肉とみられ

る（日経新聞 2022 年３月５日付け朝刊）。うち８割がアジア向けであり、カン

ボジア1）、香港、台湾が輸出額全体の６割を占める。政府は 2030 年に牛肉輸出

額を 3600 億円とすることを目標としており、現在は輸入を規制している中国や

韓国に対して輸入解禁の要請・協議を行っている。 

更なる輸出への期待が高まる一方で、肉専用種の生産状況を畜産統計で見る

と 2010 年に約 74,400 戸あった生産農家数が 2020 年には約 43,900 戸と約 41％

減少している。同じ期間に、肉用牛生産の基盤である子取り用めす牛の飼養農

家（以下、「繁殖農家」という）の数は、約 63,900 戸から 38,600 戸へと約 40％

減少している。こうした傾向に歯止めをかけ、国内の肉牛生産や輸出を拡大し

ていくためには繁殖農家数とその１戸当たりの飼養規模のさらなる拡大が必要

である。そのためには繁殖農家の収益性が改善することが前提となる。そのカ

ギを握るのが和牛の血統の選択である2）。 

繁殖生産の流れを時間的に説明すると、飼養する繁殖雌牛を所与として種付

けから分娩までに約 10 ヶ月、分娩から出荷までに８～10 ヶ月である。つまり

種付けを行ってから出荷までは約２年かかる。その間の繁殖農家は分娩までの

母牛の飼養管理と分娩から出荷までの子牛の飼養管理を行うが、正常分娩とな

るか、子牛が健全に育つかは交配の際の血統選択にも影響される。また、なに

より、出荷される子牛の価格が血統に左右されるため、血統交配が繁殖経営に

重要な意味を持っている。 

血統選択という点では、毎回の種付けに先行して、基礎的な経営資源である

子取り用雌牛経営の導入の際、その選択が行われている。経営の基盤である雌

牛の血統によっても、毎回の種付けの際の血統の選択が影響される。雌牛導入

の際血統の選択を行い、次にそれを所与として種付けの際血統の選択が行われ

るので、本来は、これら二つのステージに応じてそれぞれ検討した上で関連付

けを行い、どのように最適な選択が行われているか検討するというアプローチ

を行うことが考えられる。しかし本調査研究の関心は生産者がどこから、どの

ような情報を得て、それを基に、経営にとって最適な選択をどのように行って

いるかである。そのため、導入と種付けは局面が違うものの生産者にとって血

統選択において共通する面が多いと推測され、生産者が経営判断として直面す
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る頻度が圧倒的に多く、それ故その選択が経営に及ぼす影響が大きく、情報量

も多い交配時の選択、即ち第２ステージの選択に焦点を当て調査研究を行った。 

 繁殖農家経営についての既存の研究を見ると、生産コストの削減については

千田（2016）が放牧方式との収益性の違いを、また、平児ら（2005）や千田ら

（2008）が粗飼料利用の繁殖農家の評価を、それぞれ検証している。販売収入

に関係する研究については、久保田・上原（1999）、広岡（2000）、宮路（2002）、

井上ほか（2022）などがあり、和牛子牛市場での子牛価格の決定要因が、日齢、

体重、母牛得点、雌・去勢、血統などであることを明らかにしている。また、

繁殖農家の意思決定について分析した研究としては、門間（1984）による和牛・

乳用種の飼養頭数の決定要因の分析や、阪本ら（2010）による子牛価格の不確

実性が繁殖雌牛飼養頭数の決定に与える影響の実証的分析がある。しかしなが

ら、繁殖農家の血統選択の意思決定については、繁殖農家の経営において重要

な要因であるにも関わらず、それに言及している研究は見あたらない。 

そこで、本研究では規模の大きい繁殖農家はいかにして血統選択の意思決定

をしているか、どのような情報を誰（何）から収集しているのか、その経営戦

略はどういうものかといった点を、２つの和牛地帯の繁殖農家からの聞き取り

調査から明らかにする。 

以下、第２節で、和牛生産における血統の重要性を和牛改良の変遷の整理と

血統と子牛価格の関係から検討する。第３節で、分析の素材を提供する調査の

設計と方法について述べ、第４節で、調査結果の整理・分析から繁殖農家が種

付け時に考慮する血統選択に関する情報やその情報源を検証する。第５節で、

他の繁殖農家と異なる血統選択の意思決定を行っていた繁殖農家の経営戦略に

ついて検討する。第６節で、しめくくる。 

２．和牛生産における血統の重要性について 

１）血統と和牛改良について 

血統選択の議論に入る前に、血統を生み出してきた和牛改良について整理し

ておく。和牛は江戸時代から、兵庫県但馬地域や岡山県神郷町などの中国地方

を中心に、荷の運搬や田畑の耕作に適した能力を有する役牛とするために血統
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交配によって改良されてきた（榎：2008）。明治期には、小柄な在来種の体格の

向上などを目的としてショートホーン種などの外国種との交配による改良が推

進された。しかしながら、その弊害として、役用牛としての飼養適正の低下や

外貌の不均一化が進んだ。この問題を受け、大正期には広島、兵庫、岡山、島

根、鳥取の中国地方５県を中心にそれぞれの県が標準型体系を定め、閉鎖育種

の中で血統の選抜淘汰を繰り返すことで遺伝的に均質性を高め、より明確な遺

伝的な特徴を備えた和牛を造成するようになった。1944 年には毛色が黒で有角

という外貌と、体型の特徴が揃った和牛の集団を黒毛和種と定めた。1950 年に

は家畜改良と増殖を計画的に行うことを目的として家畜改良増殖法が制定され、

和牛の登録機関として全国和牛登録協会が設立された。同協会が各産地の登

録・改良制度を全国一律の登録制度として統合したことで、全国の和牛（血統）

の育種改良がより効率的に進展した。 

1960 年代になると耕運機や化学肥料の普及によって和牛の役用牛としての

需要が低下し、一方で若齢肥育技術が発達したことで和牛は肉専用種に転換す

る。そして肉専用種として肉量を重視するような血統改良が行われるようにな

る。1965 年には家畜改良事業団が設立され、凍結精液の活用が一般化したこと

で優良血統が広域に流通できる体制が整った。さらに家畜改良事業団が主体と

なって 1980 年に実施した全国の和牛改良の平準化事業により、各地域の優良血

統が全国に供用・交配されるようになった（廣濱：2017）。これにより中国地方

５県は肉質や増体系に特化したような基幹的な系統を造成する産地となり、一

方で北海道、東北、九州などの後進的な産地は基幹的な系統を交配することに

よってより優れた形質を持つ肥育素牛の産地として確立していった（石川：

2002）。このように以前はどちらかといえば肉量の増加を重視した血統交配がな

されてきたが、1991 年の牛肉の輸入自由化に伴い、輸入牛肉との差別化のため

に肉質をより重視した血統改良にシフトするようになり、産地形成においても

血統がより重要なものになった（柳：2001）。 

 

２）血統と子牛価格の関係について 

 １）で示したように継続的な和牛改良（血統改良）によって供用される優良

な血統は増え、著者の調べでは全国の和牛子牛市場で取引されている子牛の血
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統は 2020 年時点で約 280 ある3）。それらの血統を父方に辿った基幹の種雄牛の

血統である系によって大別すると、田尻系（肉質）、気高系（増体）、藤良系（質

量兼備）に分類することができる4）（宮下：2013）。血統にはそれぞれ肉質や増

体に優れているなどの特徴があるため、どの血統を交配するかによって子牛の

産肉能力は大きく変わる（小野：2017）。そしてどの血統を交配するかは繁殖農

家に意思決定権があり、その結果は和牛子牛市場に出荷し購買者に競られるこ

とで付く子牛価格（販売収入）に現れる。 

和牛子牛市場におけるセリのシステムは、競り上げ方式のイングリッシュ

オークションが採用されており、購買者には事前に子牛の情報が記載されたセ

リ名簿が配布される点に特徴がある。セリ名簿には各子牛の名号、性別、生年

月日、日齢、体重、血統（３～４代祖）、母牛名、母牛得点、生産者名などが主

に記載されている。さらに購買者はセリ開催日には実際に子牛の状態を目視で

確認することができ、セリ直前には子牛の体重を知ることができる。セリは全

ての購買者と繁殖農家に公開されており、購買者が押しボタンで競り上げてい

る価格が電光掲示板にリアルタイムで表示される。そして落札者決定後は落札

価格と落札者番号（購買者）が表示される。このように和牛子牛市場は繁殖農

家と購買者の間で情報がほぼ対称であり、しかも、出荷者と購買者を知ること

ができる市場である5）。 

 和牛子牛市場と血統の関係について分析した研究は久保田・上原（1999）、広

岡（2000）、宮路（2002）などがあり、最近では著者自身が全農いわて中央家畜

市場を対象に重回帰分析を行い、体重、日齢、母牛得点、雌・去勢などと並ん

で血統の違いが子牛価格に有意な影響を与えることを示している（井上ほか：

2022）。そこで本稿においても念のため、後述の調査対象としている山口中央家

畜市場の 2019 年１月～12 月までのセリ取引データ（ｎ＝2181）を用いて同様

の結果が出るか確認した。分析方法は同じく重回帰分析であり、被説明変数は

子牛価格、説明変数は日齢、体重、去勢ダミー、月ダミー、そして血統の変数

として安福久の１代祖（n=23）、２代祖（n=291）、３代祖（n=133）のダミーと

した。月ダミーは月ごとの市場相場の影響をコントロールするためである。血

統の変数は全ての血統を分析することは困難であるため、全農いわて中央家畜

市場の結果を参考に特定の血統として史上最高の脂肪交雑能力を持つと評価さ
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れる安福久を選択した。１～３代祖のそれぞれの子牛価格への影響を計測する

ために３つのダミーを用いた。なお山口県中央家畜市場は開催が年間８回であ

るため１月を基準とし、また母牛得点についてのデータは得られなかったため

分析に含んでいない。 

推定結果を表１に示した。自由度修正済み決定係数は 0.567、いずれの変数

も多重共線性の指標である VIFが２未満であるため推定結果は概ね良好であり、

日齢は負、体重は正に有意である。安福久ダミーは１～３代祖いずれも正に有

意であり、１代祖は約 115千円、２代祖は約 118千円、３代祖は約 95千円、安

福久を交配していない子牛よりも高くなることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、血統交配は和牛改良（血統改良）の基盤となってきただけでなく、

血統が和牛子牛市場における子牛価格にも影響を与えており、優良な血統を選

択することが繁殖農家にとって経営上重要であることが分かった。 

３．調査の設計と方法 

本研究の考察は農家が実際にどのように血統選択を行っているかを探るた

めに行った繁殖農家の現地聞き取り調査に基づく。調査対象は全農いわて中央

家畜市場（岩手県）と山口中央家畜市場（山口県）にそれぞれ出荷している繁

殖農家合わせて 13 の農家である。この２つの市場を選んだのは次の理由による。

井上ほか（2022）に基づいて両市場の位置づけを行うと、全農いわて中央家畜

市場は県種雄牛使用率が低く、年間子牛上場頭数が非常に多く、雌・去勢の価

修正済 R２=0.567 

註：**、*はそれぞれ１％、５％有意水準であることを示している。

表１ 推定結果 
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格がそれ程高くない市場、山口中央家畜市場は県種雄牛使用率が低く、年間子

牛上場頭数が少なく、雌・去勢の価格がそれ程高くない市場である。どちらの

市場も県種雄牛の出荷に偏っておらず、県種雄牛に依存した血統選択ではない

ため、純粋な血統選択の意思決定が確認できると考えられる。また、両市場の

繁殖農家は約 90％が市場出荷頭数年間 12 頭以下の小規模出荷農家であり、繁

殖和牛生産が副業的に行われている典型的な日本の繁殖和牛生産地帯である。

そのため、両市場で規模拡大を行ってきた繁殖農家の血統選択の意思決定を明

らかにすることは、今後の繁殖農家の発展を考える上で重要であり本研究を検

討するのに適していると考えた。 

全農いわて中央家畜市場は岩手県の北部エリア（ＪＡ新いわて農協、ＪＡい

わて中央、ＪＡいわて花巻）から出荷されており、子牛市場は各月３日間開催

されている。年間総出荷頭数は約12,500頭、出荷繁殖農家数は約2,200である。

同市場に出荷している繁殖農家で年間 40 頭以上出荷している繁殖農家 14 のう

ちヒアリングすることができた 10 の農家（番号Ｉ１～Ｉ10）を調査対象とした。

山口中央家畜市場は山口県の全域から出荷されており、子牛市場は年間８回（約

45 日毎）開催され、年間総出荷頭数は約 2200 頭、出荷繁殖農家数は約 350 で

ある。県内で最大規模の繁殖農家（Ｙ１）とＹ１の紹介でヒアリングを行うこ

とができた母牛頭数40頭程度の繁殖農家３6）（Ｙ２～Ｙ４）を調査対象とした。 

 対象の繁殖農家への聞き取り調査は、岩手県は 2021 年度７月、11 月、３月、

山口県は 2021 年度 10 月、11 月、３月に実施した。聞き取り調査は各農家に、

第１に「母牛に種付けをする際の血統選択で考慮することは何か」について列

挙してもらった。次にそれぞれの回答に対して、第２に「どのような情報を収

集しているか」、第３に「その情報はどんな人や媒体から収集しているか」を聞

き取りした。例えば、第１の質問の回答が「実績がある血統の交配をする」で

あれば、「実績がある血統の交配を行う際はどのような情報を基にしているのか」

を尋ね、その回答が、「共励会や後代検定等の結果」や「子牛市場で高値が付く

ような交配についての情報」であれば、次に「それらはどのような人や媒体か

ら収集しているのか」を質問した。なお、第１（第２も同様）の回答でそれ以

降の質問の回答を含んでいる場合は、その回答の情報と情報源について確認を

行った。 
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４．血統選択の意思決定について 

本節では聞き取り調査の結果を基に、まず繁殖農家は交配にあたってどのよ

うな点を考慮して血統選択の意思決定をしているか、次にそのための情報や判

断材料を誰（何）から得ているかを検討する。 

 

１）血統選択について 

 ここでは、血統選択についての聞き取り調査で得られた回答を、性質が共通

すると思われるものは一つにまとめ、いくつかの血統選択基準として整理した

（表２）。右側には各繁殖農家の回答がどこに該当するかも示してある。その整

理の考え方は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１に死産や子牛の段階での病気や死亡リスクを減らし、また市場取引後の

肥育段階での頑健な成育のために「子牛の健康状態を意識した交配」や「基本

的には３元交配をする」という回答が得られた。これらは１代祖と２代祖が近

表２ 血統選択と繁殖農家の選択の該当 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 
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親にならないように意識した交配と見られることから「近親交配に配慮した血

統選択」とした。 

 第２に一度出荷した子牛が「子牛市場で高値が付けば再度交配」、子牛市場や

枝肉市場などで「実績がある血統の交配」、「過去に出荷した子牛で枝肉の結果

が良かったものを再度交配」という回答が得られた。これらは過去のいずれか

の時点における血統の情報を基に交配を行っていると考えられることから「過

去の情報に基づいた血統選択」とした。 

第３に「現在の子牛市場で高値が付くような血統を交配」「現在の枝肉市場

で好成績や高値が付くような交配」7）という回答が得られた。これらは現在の

子牛市場や枝肉に関する情報を基に交配を行っていると考えて「現在の市場の

情報等で高い評価がされている血統の選択」とした。 

第４に現場後代検定途中8）でまだ枝肉の格付け成績や血統遺伝能力などの評

価が確立していないような若い種雄牛の人工授精精液であっても、親牛の成績

などから予測して「将来性がありそうな血統を交配」するという回答が得られ、

これを「将来性に期待した血統選択」とした。 

第５に山口県の繁殖農家Ｙ１とＹ４から、県種雄牛の後代検定事業に協力す

るために山口県の種雄牛の血統を交配する、という回答が得られたので、これ

を「県の和牛改良貢献のための血統選択」とした。 

第６にＩ10 のみだが「購買者の求める血統を交配」するという回答が得られ

たので、それを「購買者の要望に基づいた血統選択」とした。 

 各血統選択の繁殖農家の該当状況を見ると 10 戸の繁殖農家が「近親交配を回

避する様な血統選択」をしている。また、全ての繁殖農家が「過去の情報に基

づいた血統選択」と「現在の市場の情報等で高い評価がされている血統の選択」

のどちらか、又はその両方の選択をしている。「将来性に期待した血統選択」に

該当がない繁殖農家は、ヒアリングにおいて、若い種雄牛の血統は選択せずに

評価が確立している血統を選択するとしている。「購買者の要望に基づいた血統

選択」と「県の和牛改良に貢献するための血統選択」は、少数の繁殖農家のみ

が行っている。以上より、いずれの繁殖農家も過去や現在の既存の評価を参考

に血統選択をしており、それも単一の選択ではなく複数の選択を組み合わせて

いる。 
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２）血統選択の情報と情報源について 

聞き取り調査を基に繁殖農家がどのように血統に関する情報を収集し、誰

（何）から得ているか（情報源）について整理・集約した（表３）。数字はそれ

ぞれの情報がどの情報源からいくつの繁殖農家によって収集されているかを示

している。 

まず確認された情報源について説明する。「営農支援サービス」とは公益社

団法人岩手県畜産物価格安定基金協会が独自に繁殖農家向けに行っている事業

であり、子牛市場情報、枝肉情報、繁殖雌牛の育種価情報などを知ることがで

きるものである。「購買者」とは繁殖農家から子牛を購入した農家で、肥育した

牛が枝肉の格付けで良い結果であった際に当該繁殖農家に情報を伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、詳しくは後述する（第５節）が、一部の繁殖農家（Ｉ10、Ｙ１）は販売

した子牛の情報や購買者の要望を積極的に収集している。「肉の卸売業者」とは

肥育生産も手掛けるＩ10 が関係を構築している肉の卸売り業者である。「飼料

メーカー」は飼料メーカーの営業担当者のことで、繁殖農家向けに情報支援サー

ビスを行っている。「家畜改良センター」は、和牛の血統交配について詳しい情

報を持っている家畜改良センターの職員であり、Ｉ４が関係を構築している。

表３ 繁殖農家の情報と情報源 

単位：戸 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 
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「人工授精師」は繁殖農家の雌牛への人工授精（ＡＩ）を請け負っており、そ

れに伴いＡＩに使用する種雄牛の精液（人工授精精液）を導入、管理している。

なお山口県ではヒアリングした全ての繁殖農家が人工授精師の資格を保有して

おり、人工授精師から情報収集はしていない。「人工授精精液の販売元」は家畜

改良事業団や民間種畜場が供用している種雄牛（血統）についてのカタログと

人工授精精液を販売する営業担当者の情報である。「メディア」は、肉牛に関す

る専門の雑誌、ＳＮＳ、インターネット上からの情報である。「経営内部」は、

子牛（市場）の情報や飼養技術など繁殖農家が経験的に蓄積してきた経営の内

部の情報である。「他の繁殖農家」は、聞き取りした農家が県内や地域内で関係

を築いている繁殖農家のことである。なおＹ１～Ｙ４はお互いに優良血統の情

報共有や優良血統を交配した受精卵を共有する関係を築いている。「県の畜産試

験場」は、山口県畜産試験場で種雄牛の造成に携わる職員である。 

次にどのような情報が収集されているか、それらはどのような情報源から得

ているかについてまとめる。第１のグループは、３つの情報から成る。肥育農

家に販売した子牛の枝肉の格付けが良い評価を得た場合、それがどのような血

統交配であったかという情報（「出荷した子牛で枝肉の結果が良かった交配の情

報」）、日本各地で定期的に開催されている共励会や種雄牛の産肉能力などを評

価する後代検定の情報（「共励会や後代検定等の結果の情報」）、及び、血統選択

時点で枝肉の格付けが良いものや枝肉の価格が高く付いているような血統の交

配の情報（「現在の枝肉市場で好成績や高値が付くような交配の情報」）である。

それぞれの情報源は「出荷した子牛で枝肉の結果が良かった交配の情報」では、

営農支援サービス、購買者、肉の卸売業者であり、「共励会や後代検定等の結果

の情報」では、飼料メーカー、家畜改良センター、人工授精師、人工授精精液

の販売元、メディアである。「（現在）の枝肉市場で好成績や高値が付くような

交配の情報」の情報源はメディアである。以上３つの情報はいずれも枝肉の格

付けや血統の遺伝能力などについての評価であることから「枝肉に関する情報」

とした。 

第２のグループは、全農いわて中央家畜市場や山口中央家畜市場で高い落札

価格がついた他の繁殖農家による子牛の血統の交配についての情報（「子牛市場

で高値が付くような交配の情報」）と、北海道や鹿児島県などの家畜改良事業団
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や民間種畜場の血統が多く交配されている市場で高値が付く血統交配について

の情報（「他の子牛市場の情報」）、及び過去に自牧場から子牛市場に出荷した子

牛で高値がついた血統交配の情報（「自分が出荷した子牛で市場において高値が

付いた交配の情報」）の３つがある。それぞれの情報源は「子牛市場で高値が付

くような交配の情報」は人工授精師、メディア、他の繁殖農家、経営内部であ

り、「他の子牛市場の情報」は人工授精師、メディア、他の繁殖農家、農協職員

である。「自分が出荷した子牛で市場において高値が付いた交配の情報」は経営

内部が情報源である。以上の３つはいずれも子牛市場に関係した情報であるこ

とから、「子牛市場に関する情報」としてまとめた。 

第３は、県種雄牛の後代検定などへの協力依頼（「県の種雄牛造成の情報」）

で、県の畜産試験場から情報が入る。第４は購買者がどのような血統交配がほ

しいかなどの要望に付いての情報（「購買者の要望についての情報」）で、購買

者から情報を収集している。 

 以上の情報と情報源の関係は、「枝肉に関する情報」は購買者（７戸）、人工

授精精液の販売元（９戸）、メディア（８戸）が多く、「子牛市場に関する情報」

は他の繁殖農家（11 戸）、経営内部（13 戸）が主な情報源となっており、情報

源の選択には偏りがあることが分かる。「県の種雄牛造成の情報」はＹ１とＹ４

の２戸、「購買者の要望についての情報」はＩ10 の１戸であり、特定の繁殖農

家が情報を収集していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 

表４ 情報源別の繁殖農家の該当 
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各情報源と繁殖農家の関係を表４に示した9）。まず人工授精精液の販売元、

メディア、経営内部はいずれも 10 戸の繁殖農家が情報源としており、多く利用

されている。次に、どの情報源を重視しているかはここからは分からないが、

いずれの繁殖農家も１つの情報源ではなく複数の情報源を組み合わせている。 

 

３）血統選択と情報の関係について 

１）、２）の結果を基に、血統選択、情報、情報源の組み合わせを図１に示

した。それぞれの情報源は様々な情報を含んでおり、回答者がすべてを認識し

ていないことも考えられるが、本図では聞き取り調査で繁殖農家が回答した情

報と情報源を線で結んだ。また表３で整理した４つの情報それぞれにおいて情

報源全体の平均農家数よりも、各情報源の農家数が多い場合は実線で、小さい

場合は点線で示した10）。なお、枝肉に関する情報の情報源として経営内部と回

答した繁殖農家はいなかったものの、枝肉に関する情報も経験知として経営に

蓄積されていると考えられるため点線で繋いだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 血統選択と情報の組み合わせ 

出所：聞き取り調査より筆者作成。 
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 ここから分かるのは、過去の情報や現在の市場の情報等で高い評価がされて

いる血統の選択は、各情報源から収集した枝肉に関する情報や子牛市場に関す

る情報を組み合わせて行われていることである。特にメディアや人工授精師は

両方の情報の情報源となっている。また、将来性に期待した血統選択は各情報

源の「他の子牛市場の情報」（子牛市場に関する情報）や「共励会や後代検定等

の結果の情報」（枝肉に関する情報）に基づいている。県の和牛改良貢献のため

の血統選択は県の畜産試験場からの種雄牛造成に関する協力依頼（情報）に基

づいて行われている。 

なお、少し視点が違うが、近親交配を回避するような血統選択は、種付けを

行う母牛と種雄牛の双方の血統情報によるもので、繁殖農家は前述の３つの血

統選択よりも先にまずはどの程度近親になるかを考慮していると考えられる。

具体的には、枝肉の格付けや子牛市場で３代祖同一の系の交配（同系統の交配）

が高評価や高値であったとしても、近親になるために避けるといった血統選択

である。購買者の要望に基づいた血統選択は、直接購買者からの血統交配につ

いての要望を聞くことで行われている。 

 

４）血統選択の意思決定についての考察 

繁殖農家の血統選択がどのような性格の意思決定であるかを検討する。 

第１に「近親交配を回避するような血統選択」は、種雄牛の血統（１代祖）

と母牛の血統（２・３代祖）を近親で交配することにより、死産や奇形の出生

により市場に出荷できないことや成育不良により市場で価格が付かないことを

避けるという「低リスク志向」の意思決定あると考えられる。第２に過去や現

在の市場で高値が付く特定の血統を交配するのは、リスクは避けつつ子牛価格

が高値になる確率が少しでも高くなることを期待する「通常ビジネス型」の意

思決定と考えられる。一方で、第３に若い血統に将来性を期待する血統選択は、

コストとその血統の枝肉や子牛市場での評価が将来高くなる可能性を考えて、

まだ評価が定まらない血統を選択するという「リスク甘受」の意思決定である

と考えられる。ヒアリングによると、期待される便益は、評価が確立する前の

人工授精精液なので安価なこと、子牛市場で出荷頭数が少ないため価格が高く

なることが期待できるなどである。第４に「県の和牛改良貢献のための血統選
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択」は「長期的な便益期待」の意思決定であると考えられる。短期的には市場

で高値が付く交配の血統よりも安値となり損失を被る可能性があるが、改良に

より産肉能力や遺伝能力が優秀な県独自の種雄牛を造成できれば、将来より多

くの購買者を確保することができ、市場の平均子牛価格の底上げになる可能性

があるからである。そして、第５に購買者の要望で血統（系）交配を行うのは、

市場で確実に落札してくれる購買者を確保し、出荷時に買手がいないなどのリ

スクを避けることを重視する「顧客重視」の意思決定であろう。 

以上よりヒアリングを行った繁殖農家はリスクを取ることもあるが多くは

リスクをいかに回避するかに基づいた意思決定をしており、そのため表１で示

したように単一の選択とせず複数の選択を組み合わせている。 

５．経営戦略について 

第４節において、多くの繁殖農家がリスクを回避するような意思決定をして

いることを考察した。しかしながら、Ｉ10 の購買者の要望に基づいた血統選択

や、Ｙ１とＹ４の県の和牛改良のための血統選択はリスクや機会損失の可能性

を背負った意思決定である。また、Ｉ10 とＹ１が購買者から積極的に情報収集

していることがヒアリングより明らかになった。他の繁殖農家と異なる情報収

集や意思決定にはＩ10 やＹ１の独自の経営戦略が関係していると考えられる。

そこで本節では特に大規模化しているＩ10 とＹ１を対象として、どのような経

営をしているかを明らかにし、なぜリスクや機会損失の可能性を負った意思決

定をするのかを考察する。 

 

１）Ｉ10 の事例分析 

Ｉ10 の経営概況を表５に示した。Ｉ10 は岩手県雫石町で繁殖生産を中心と

して、農業関連部門、配送業部門、パン製造部門の多角化経営を行っている。

従業員数は家族 5名と農業大学校の実習生を含んだ約 20名であり、各部門で労

働力が共有されている。農業関連部門には繁殖生産と肥育生産の畜産、牧草生

産（販売）と堆肥生産（販売）の耕種関連を行っている。畜産の繁殖雌牛飼養

頭数は約 250 頭、子牛の年間出荷頭数は約 180 頭であり、肥育生産は純粋な黒
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毛和種やジャージー牛と黒毛和種などのＦ１を中心とした約 30 頭である。肥育

牛の肉は業者を経由して首都圏の飲食店に卸している。耕種生産は主食用米面

積が約 10haある。牧草栽培面積は約 120haあり、条件の良い畑地や採草地を借

り入れして牧草生産を行っている。また牧草の余剰分は畜産農家に販売してお

り、付加価値として要望に合わせてロールやカットして販売をしている。なお、

配送業部門では、農業関連部門で使用するトラック（牛車など）の有効活用を

目的として、米や飼料の配送を請け負っており、パン部門では雫石町内で製造

したパンを盛岡市内の飲食店や直営店で販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ10 の経歴はホテルに７年間勤務した後に 2004 年に繁殖牛１頭から新規就

農しており、ホテルの従業員時代に培った、顧客が望むものを提供する・人間

関係を大切にするといった考え方を現在の経営のポリシーとしている。そのた

め、年間約 20件（2021年度時点）あるＩ10 の落札者にはセリ後に謝意を伝え、

必要に応じて子牛の情報を提供している。子牛の情報は成育状況や当該子牛を

扱う上での注意や牧場にいる子牛の血統交配の情報などである。購買者のほと

んどは過去にＩ10 から子牛を落札している購買者であり、顧客のようになって

いる。さらに雌牛のみの購買者が約５件あり、特に滋賀県で近江牛（ブランド

表５ Ｉ10 の経営概況 

出所：聞き取り調査より作成。情報は 2021 年度 10 月時点。 

註：従業員は農業大学校実習生を含み、部門間で労働力の共有が行われている。 
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牛）を生産している肥育農家と深い人間関係を築いている。去勢子牛は日齢の

低さ、大きさ（体重）、見た目が重視される一方で、雌子牛の多くはブランド牛

生産を目的とした購買者が対象となるため肉質が重視される11）。特に近江牛と

して認定されるためにはＢ４またはＡ４以上である必要がある。前述したよう

に肉質は血統交配に影響を受けるため、Ｉ10 は枝肉についての情報を豊富に持

つ購買者の望む血統交配を行う。そのため、近親交配になるリスクを取り、３

代同一交配など田尻系の血が濃くなる様に血統交配をする。また、購買者が望

む血統交配にするために、他県の子牛市場に購買者として参加し、その県の種

雄牛の血統を持つ繁殖素牛を導入することもある12）。さらに、通常の人工授精

では雄（去勢）と雌のどちらが生まれるかわからないため、通常よりも多く費

用が掛かる雌雄判別ストローを用いて雌子牛が生まれるようにする場合もある

13）。このようにＩ10 はコストを負担したり、リスクを取って購買者の要望に基

づいた血統選択をすることで年間を通して固定の落札先かつ子牛価格の低下等

の不確実な事態でも落札先を確保できるという経営戦略を取っている。 

 

２）Ｙ１の事例分析 

Ｙ１の経営概況を表６に示した。Ｙ１の所在地は山口県東部の柳井市であり、

繁殖生産を中心として水稲や牧草栽培の耕畜複合経営である。Ｙ１の父の代か

ら本格的に繁殖生産を開始し、Ｙ１は 2000 年に就農した。当初は飼養頭数 50

頭、耕地面積約４ha 規模であったが、規模拡大によって 2021 年度には繁殖雌

牛頭数約 100 頭、子牛年間出荷頭数は約 80 頭、耕作地面積約約 25ha となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ Ｙ１の経営概況 

出所：聞き取り調査より作成。情報は 2021 年度時点。 
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作付けの内訳は水稲約 10ha、飼料用米約１ha、ＷＣＳ約５ha、牧草５ha、放牧

地約４ha である。放牧地は山口型放牧14）に使用しており、妊娠約３か月の安

定期に入った妊娠牛を分娩約２カ月前まで放牧することによって飼料費削減や

牛舎内労働の省力化をしている。市場で取引がある購買者は約 30 であり、最も

取引が多い購買者は年間 13 頭である。現在の従業員数は６名で、うち２名はＹ

１とＹ１の妻である。Ｙ１の妻は人工授精師の資格を所有しており、Ｙ１が選

択した血統を雌牛に種付けしている。 

Ｙ１の父は耕種部門では集落の農地を護るために条件が不利な農地でも請

負い、繁殖部門では山口型放牧の実証実験に協力するなど山口県や地域の農畜

産振興に貢献してきた。Ｙ１も父と同様に担い手として地域の農地を請け負い、

県の和牛改良のために種雄牛造成に協力している。現場以外にも農業委員会や

県の畜産関係の役員などを務め、山口県や地域の農畜産振興に貢献している。 

 Ｙ１と購買者の関係については、Ｉ10 と同様に市場で子牛を落札した購買者

に謝意を伝えている。また購買者との関係は市場でのコミュニケーションに留

まらず、県内最大規模の購買者が処理しきれない糞尿を請け負って堆肥化した

り、近年肥育専業から繁殖肥育一貫生産となった購買者の人工授精を請け負っ

たりしている。セリでの子牛取引には直接は関係ない行動であるが、購買者と

の信頼関係の構築に繋がっていると考えられる。その結果、購買者の経営にお

いて秘密性が高い枝肉に関する情報を積極的に収集することができる。そして、

Ｉ10 と同様に関係を構築した購買者が年間を通して落札し、子牛価格の低下等

の不確実な事態でも落札してくれるという経営戦略となっている。 

また、Ｙ１は県の和牛改良貢献のための血統選択をしており、子牛市場の平

均子牛価格を上げることによって山口県の繁殖農家全体の販売収入を上げるこ

とを目指している。これは県の種雄牛改良により、山口県でしか購買すること

ができない産肉能力が優秀な種雄牛が造成されれば、市場に参加する購買者を

全国から集めることができるからである。実際に鳥取県では白鵬 85 の３という

産肉能力が高い種雄牛が造成され、同血統を求めて全国から購買者がセリに参

加している。2022 年１月の鳥取県中央家畜市場に出荷された子牛は過去最高値

である約 891 万円（全国平均 74 万円）で落札された。これは県外に人工授精精

液が販売されない県種雄牛の希少性を利用した経営戦略であると言える。 
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６．おわりに 

 本研究は、全農いわて中央家畜市場、山口中央家畜市場に出荷している規模

の大きな繁殖農家を対象として血統選択の意思決定に関するヒアリングを行い、

どんなことが選択の基準になっているか、そのためにどのような情報を取集し

ているか、その情報は誰（何）から収集しているかなどを明らかにした。また、

他の繁殖農家と異なる血統選択をする２つの繁殖農家についてはその経営戦略

を検討した。 

まず、繁殖農家の血統選択には、「近親交配を回避する様な血統選択」「過去

の情報に基づいた血統選択」「現在の市場の情報等で高い評価がされている血統

の選択」「将来性に期待した血統選択」「購買者の要望に基づいた血統選択」「県

の和牛改良に貢献するための血統選択」の５種類があり、いずれの繁殖農家も

これらの血統選択は単一ではなく複数の選択を組み合わせていることが明らか

になった。 

血統選択における情報を大別すると、「枝肉に関する情報」「子牛市場に関す

る情報」「県の種雄牛造成の情報」「購買者の要望についての情報」にまとめる

ことができた。情報源は「枝肉に関する情報」は、営農支援サービス、人工授

精師、購買者、人工授精精液の販売元、メディア、その他の関係者であり、「子

牛市場に関する情報」は、人工授精師、他の繁殖農家、メディア、経営内部、

その他の関係者である。また、「県の種雄牛造成の情報」はその他の関係者から、

「購買者の要望についての情報」は購買者から直接収集していることが明らか

になった。繁殖農家は、血統選択と同様に、どれか１つの情報源に偏らず、複

数の情報源を組み合わせて情報収集していた。 

 血統選択の意思決定を性格付けすると、「低リスク志向」、「通常ビジネス型」、

「リスク甘受」、「長期的な便益期待」、「顧客重視」といったいくつかのタイプ

があり、繁殖農家はそれぞれを組み合わせていると考えられる。 

経営戦略については特殊な戦略をとっている「２つの繁殖農家Ｉ10 とＹ１を

取り上げた。Ｉ10 は近親交配のリスクはあるものの、雌雄判別ストローの費用

を負担し、要望に基づいた血統選択をするなど年間を通して落札してくれる購
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買者を確保するという経営戦略を取っていた。Ｙ１は購買者と信頼関係を築く

ことで秘密性が高い枝肉に関する情報を収集し、さらに、県の種雄牛造成に協

力することで将来的に市場の平均子牛価格を底上げする戦略をとっていた。 

残された課題として、本研究は岩手県と山口県の繁殖農家のみを対象として

おり他の地域と血統選択が異なる可能性がある。一般化するためには他市場の

情報も収集し、サンプルも増やして分析をする必要がある。また、人工授精精

液などの費用や、繁殖雌牛として経営に保留・導入する際の血統選択の意思決

定についても分析する必要がある。加えて、今回はできなかったが、血統選択、

情報、情報源の何を重要視するのかを数量的な分析によって明らかにしていく

ことで、繁殖農家の規模拡大についてより具体的な提言ができると考えられる。 

 

註 

 

1 ）カンボジアを経由し中国に流通している。 

2 ）本稿で分析の対象とするのは黒毛和種とする。 

3 ）子牛の血統について開示されている和牛子牛市場で、３頭以上取引がある血統を対象と

した。 

4 ）田尻系、藤良系、気高系以外にも茂金系や栄光系もあるが、それらを系とする種雄牛は

少なくなっている、又は限られた市場でのみ使用されている。 

5 ）Ralph,C（1967）によると世界的にも日本の電光掲示板を用いてリアルタイムで情報が

公開される方式での競りは珍しいとされている。 

6 ）Ｙ１は山口県東部の牧場であり、新型コロナウイルス感染症拡大対策の観点から広範囲

の移動は極力避けていることから、紹介を得られた農家は山口県東部に限られる。 

7 ）調査対象者の回答で「今の･･･」も含めて「現在」を表すものを「現在の」としてまと

めた。「過去」と「現在」がどの時点を示すかについては調査対象者によって異なると考

えられるため、発言があったものをそのまままとめた。 

8 ）家畜改良事業団によると後代検定の流れは１年次に計画交配によって候補雄子牛の生産

をし、２年次で候補種雄牛の導入と採精、３年次に候補種雄牛産士（検定調査牛）の生産、

４年次に検定調査牛の肥育開始、５年次に枝肉調査、６年次に検定済種雄牛の選抜となっ

ている。つまり後代検定が終了するまで約６年かかる。  

9 ）飼料メーカー、家畜改良センター、肉の卸売業者、農協職員、件の畜産試験場は該当の

繁殖農家が少ないため「その他の関係者」とした。 

10 ）各情報の情報源全体の平均農家数は「枝肉に関する情報」は 4.25、「子牛市場に関す

る情報」は 6.6 である。 
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11 ）去勢でもブランド牛として肥育されることはあり、実際Ｉ10 は佐賀牛を生産している

肥育農家とも頻繁に取引をしている。しかしＩ10 曰く雌をブランド牛としている産地は

肉質へのこだわりがより強く、血統交配も肉質がより良くなるものを好む。 

12 ）県の種雄牛は各県の畜産試験場で独自に造成されており、特例を除いて人工授精精液

を他県に持ち出すことはできない。そのため県の種雄牛の血統を導入したい場合は、その

血統が父に交配されている雌牛を同県の市場で購買する必要がある。Ｉ10 は宮崎県や岐

阜県など田尻系の血統改良が進んでいる県の市場に参加している。 

13 ）一方で精液の雌雄選抜をせずに血統交配をし、雄（去勢）が産まれた場合は雌のみを

肥育している購買者には落札されない。去勢子牛は増体が良い血統が求められ、気高系な

どと比較して増体が悪い田尻系は子牛市場では価格が低くなる傾向にあるため、Ｉ10 は

自家肥育をして枝肉として販売している。そのため、肥育生産についてのノウハウも肥育

農家から情報収集することで枝肉もよい格付けとなっている。 

14 ）山口県畜産振興協会によると、山口型放牧とは 1989 年に棚田などの耕作放棄地を利用

し固定式の施設を用いて開始された水田放牧と、1999 年に電気牧柵を用いて開始された

移動放牧である。 
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１. はじめに 

我が国では，高度成長期以降，都市部へと人口が集中し農山漁村の過疎化が

問題となっている。2020 年時点で半数近くの市町村が過疎地域に指定されてい

る（総務省(2021)）。こうした地域においては，過疎化や地域社会経済の衰退を

解決すべく様々な活性化策がとられてきた。グリーン・ツーリズムもその一つ

である。 

 グリーン・ツーリズムは 1990 年代に政策的に導入されたツーリズムの一種で

あり，「農山漁村地域において，自然，文化，人々との交流を楽しむ滞在型の余

暇活動」と定義されている（農林水産省（1992））。このような観光によるコミ

ュニティの活性化は我が国に限らず，世界各国で注目を浴びている（Hall & 

Richards(2003)）。2010 年代後半からは，グリーン・ツーリズムの中でも特に
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農家民宿などの宿泊施設への滞在を伴うツーリズム形態である「農泊」が政策

的に推進されている。これは，旅行客が宿泊をすることで，宿泊料のみならず，

滞在時間の増加による追加的な消費を誘引できるためである。令和２年度に閣

議決定された『食料・農業・農村基本計画』において農泊は，農村振興策とし

て位置づけられている他，消費者と食と農のつながりの深化の役割も期待され

るなど，政策的な重要性が窺える。 

 このように，現在においても，グリーン・ツーリズムによる農村振興の効果

を期待されていることが分かる。しかし，これからのグリーン・ツーリズムに

おいて，「宿泊」という重要な役割を担う農家民宿の経営実態は十分に明らかに

なっていない。 

 本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を行

い，費用構造からみた農家民宿の経営の特質を明らかにすると同時に，グリー

ン・ツーリズムにおける農家民宿の経済効果について定量的に評価することを

目的とする。 

 なお，本研究は次のように構成される。第２節では我が国のグリーン・ツー

リズムおよび農家民宿について，その簡単な歴史や特徴を先行研究のレビュー

を交えながら整理する。第３節，第４節では，本研究における具体的な調査の

流れを提示する。第５節，第６節ではそれぞれの調査結果を説明する。最後に

第７節では総括及び，今後の研究展開について述べる。 

２. グリーン・ツーリズムと農家民宿 

１）グリーン・ツーリズムの歴史と特徴 

 我が国のグリーン・ツーリズムは，ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリ

ズムを参考として導入されたものである。まずは，ヨーロッパ諸国のルーラル

ツーリズムと，我が国のグリーン・ツーリズムについて，両者を比較しながら

簡単な歴史とその特徴を述べる。 

 ヨーロッパ諸国のルーラルツーリズムが拡大した要因は大きく分けると，旅

行者需要と，農家のニーズにある。ヨーロッパ諸国では 1970 年代以降，労働者

が生活の質を求める社会的風潮や，年次有給休暇取得率の増加などを背景とし，
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国内外への旅行需要が高まった（Sharpley(1996)）。また，農家サイドにおいて

は，農業の機械化に伴う余剰労働力（特に，農家女性の労働力）の発生や，低

下トレンドにあった農業所得を補填する必要性などの要素が重なり，新たなビ

ジネスを展開する環境が出来上がってきた（井上(2011),青木・小山・バーナー

ド(2006)）。 

このような成立背景から，農家が B&B（1 泊朝食付）方式の宿泊サービスを

提供する農家民宿や，自身の農場や地域でとれた農産物を使用した農家レスラ

ンなどが，増加する旅行需要を取り込みルーラルツーリズムが拡大していった。

また，ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリズムは個々の経営が独立したビ

ジネスとしての性質が強く，一般の都市住民が都会の喧騒から離れ，農村部で

の休息を目的として利用している（井上(1999)）。 

 一方，我が国においても，農村地域の振興策として上記のルーラルツーリズ

ムを参考としてグリーン・ツーリズムが政策的に導入される。1992 年に農林水

産省によって『グリーン・ツーリズム研究会中間報告書』が公表されると，そ

れを基本方針として様々な制度が整備されはじめた（井上(1999),青木(2010)）。

1995年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（略

称：農山漁村余暇法）に基づいて，農家民宿の登録制度である「農林漁業体験

民宿登録制度」が始まるなど全国的にグリーン・ツーリズムの取り組みが本格

化すると思われた。しかし，この制度に登録するメリットが登録関連費用に見

合っていなかったこと（若林(2013)）や，年次有給休暇の取得率の低さを一因

とする旅行客の少なさ，旅館業法・食品衛生法・消防法などの法的規制，グリ

ーン・ツーリズムというツーリズム形態の知名度の低さ（大江(2013)）など，

様々な要因が重なり導入当初の広がりは比較的鈍いものであった（大學・納口

(2019)）。 

 こうした状況も，政策や規制緩和によって変化していく。特に，2003 年の旅

館業法の規制緩和によって簡易宿所営業の客室面積要件が緩和されたことで参

入障壁が軽減されたことは大きい（中尾(2009)）。また，教育現場からの需要増

大と，それに伴う「子ども農山漁村交流プロジェクト」等の制度面の充実もあ

り，2000 年代後半には，特に小中学校等の教育旅行で農山漁村での宿泊体験活

動が広がった（佐藤(2010),農林水産政策研究所(2010)）。 
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 このような歴史的，社会的背景から我が国におけるグリーン・ツーリズムは，

農村地域振興としての性質が強い，利用客の滞在期間が短い，教育旅行生の利

用客が多いなどの特徴がある。また，行政，農協や観光協会，NPO 等の関連団

体，地域住民が一体となって地域全体をマネジメントする地域経営型グリー

ン・ツーリズム（井上(1999)）が多くみられるのも特徴の一つである。これら

の特徴を比較したのが表１である。 

 

２）農家民宿に関する既往研究 

 農家民宿に関する既往研究について，a)経営外部環境（法制度，地域全体を

まとめる組織や，経済効果等）に焦点を当てた研究と，b)経営内部環境に焦点

を当てた研究に分けて整理する。 

a)経営外部環境に焦点を当てた研究 

中尾（2008）は農家民宿に係る建築基準法，消防法，道路運送法，旅館業法

等の規制緩和状況を整理し，これらの法令を所管する各都道府県の対応をまと

めた。河村ら（2017）は，地域内の複数の農家民宿が集まって取り組みを行っ

ている農家民宿群を対象として，それらの形成過程を明らかにした。これに類

似した研究として，地域内の農家民宿群をコーディネートする事務局組織の運

営状況にアプローチした研究も散見される（坊・中村(2014),加藤ら(2015),鈴

村・中尾(2017),日本政策投資銀行(2017),大學・納口(2021)）。 

 

表１ ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリズムと 

我が国におけるグリーン・ツーリズムの比較 

  

 ルーラルツーリズム グリーン・ツーリズム 

性質 
自然・農村景観の保護と同時に，農業

収入を補填するビジネスとして成立 

少子高齢化・過疎化等の農村問題への解

決策としての性質があり副業志向が強い 

滞在期間 1，2 週間単位の比較的長期 1，2 泊程度で日帰り客も多い 

客層 一般旅行客 教育旅行生 

目的 農村での休息 農林漁業体験等，農村体験 

施設 
一棟貸しや完全個室などプライバシー

の確保がされている 

空き部屋等ホストと同じ居住スペースを

活用 

地域連携 各ツーリズム関連経営が独立している
地域内の農家民宿などが地域協議会など

を中心に連携して活動 

出典：大學・納口（2019）Table 1 を参考に一部加工して作成 
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他に，農家民宿が地域経済へもたらす波及効果分析を試みた研究として，栗

原・大江（2002）は長野県飯山市の体験民宿を対象に，旅行客の観光消費額を

調査したうえで地域産業連関表（市町村単位の産業連関表）を作成し経済波及

効果を推計した。類似の研究として，宿泊部門を含む都市農村交流産業を対象

に産業連関分析を行っている研究として，京都府美山町（霜浦・宮崎(2002)），

岡山県津山市（友國(2011)），沖縄県伊江村（藤本・内藤(2013)）などでの事例

が見られる。 

b)経営内部環境に焦点を当てた研究 

農家民宿の経営内部環境に焦点を当てた研究は，旅行者へのニーズ調査から

アプローチした研究と，実際の経営を対象に調査分析した研究に分けられる。  

前者の研究として，森嶋（2002）は北海道のファームインに対する旅行者ニ

ーズを，アンケート調査をもとに分析し宿泊に用いられる建物のタイプや食事

内容などに対する潜在的な需要を評価した。田中・大江（2021）は宿泊予約サ

イトに掲載されている価格や食事，農業体験の有無等の情報を用いて重回帰分

析及びテキスト分析を行い価格決定要因を明らかにした。 

後者の研究として，大江（1997）は農家と非農家の経営する民宿について，

部屋数や宿泊客数，営業期間などの経営的特徴を比較し，農家民宿では農家特

有のサービス提供や経営活動を行う必要性を指摘した。類似する研究として，

吉田・樋口（1999）は農林漁業体験民宿登録制に登録のある経営に対して意識

調査を実施し，客室数や経営歴などの基礎的な情報に加え，経営方針，ターゲ

ットとしたい客層などを明らかにした。岩崎ら（2017）は京都府における農家

民宿におけるインバウンド顧客の利用実態を調査し，農家民宿における顧客戦

略としてのインバウンドの展開可能性を考察した。他にも，山﨑・原（2014a）

は「農林漁家民宿おかあさん 100選」に選定された農林漁家民宿の経営者に対

して，経営を行う上で感じている充実感や課題についての意識調査を行った。

また，旅行者ニーズと実際の経営の両方にアンケートを行った去石・藤﨑（2000）

では，我が国にグリーン・ツーリズムが導入されて間もない段階で，農家と農

家民宿に関心のない利用者の意識調査を実施した。それを踏まえ，我が国で農

家民宿が定着するにはどのような形態となるのかを考察した。 

これらの研究は，農家民宿がどのように経営を展開していくべきかという，
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言わばマーケティング戦略の提案を主眼に置いているものが多い。一方で，農

家民宿の経営に係る経費や利益率，調達先などの会計学的なデータを用いた研

究は僅かである。澤（2000）は事例調査を元に４タイプ（食事の有無[２タイプ]

×建物の新築 or改築[２タイプ]）の経営モデルを想定し，研究対象地である北

海道十勝地域においてそれぞれのモデルが経営的に成立するのかを検討した。

山﨑・中澤（2008）は農家民宿経営の原価計算シートを作成した。続く山崎・

原（2014b）では実際の農家民宿経営７軒の複式簿記，単式簿記またはそれに準

じる経営の会計データを用いて経費の特徴を明らかにしたうえで，前述の原価

計算シートを修正した。この原価計算シートは都市農山漁村交流活性化機構（2

016）のほか，都市農村交流活性化機構の HP（https://www.kouryu.or.jp/farm

-stay-inn/minshuku_keiei.html）にも掲載されている。しかし，このような原

価情報を用いて経営調査を行っている研究は管見の限り存在しない。 

３. 調査設計 

１）調査の目的 

 本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を行

い，我が国における農家民宿の持続的な経営条件を明らかにする。同時に，グ

リーン・ツーリズムおける農家民宿の経済波及効果について定量的に評価する。

初めに，経営調査および経済波及効果の分析手法について先行研究を整理しな

がら，調査目的にあった手法を検討する。その上で，実際の質問用紙設計およ

び配布回収の手順を説明する。 

 

２）経営調査の手法 

 一般的な法人経営について経営評価を行う場合，財務諸表を用い，特に「収

益性」や「安全性」の二大特性に着目し分析・評価するのが一般的である（桜

井・須田(2010)）。農業経営についても法人経営に限ると同様の分析手法が適応

できる（安達(2013)）。 

 このような会計情報を農業法人経営に利用した研究は，八巻（1992），山崎ら

（2002），望木・大矢（2005），大室・梅本（2008）などがある。特に，６次産

－ 336 －



 

業化に着目したものとしては，青山・納口（2017），岩瀬ら（2019）があげられ

る。 

その他，線形計画法や DEA分析などの研究が豊富にある（日本農業経営学会

編(2012)）ほか，経営発展度，地域貢献度などの独自指標を用いて経営分析を

実施しているものもある（竹山・山本(2013)）。 

 財務諸表分析には，貸借対照表，損益計算書などの財務諸表のほかに，従業

員数，労働時間数などの情報も必要になる（安達(2013)）ため，法人化してい

ない経営や，財務諸表等の資料を作成していない経営からは獲得できない。ま

た，線形計画法や DEA分析についても，各経営について詳細な調査を必要とす

るため，農家民宿経営においては入手困難な情報が多い。そのためこれらの分

析手法を直接採用することはできない。 

 そこで，経営調査においては山﨑・原（2014b）並びに都市農山漁村交流活性

化機構（2016）で提供されている農家民宿経営についての原価計算シートを基

礎にデータを収集する。この原価計算シートは，農家民宿経営の原価の特徴を

とらえつつ，複式，単式簿記を作成していない経営でも計算しやすい形式にな

っている。ただし，本研究では経済効果分析に利用できる形でデータを収集す

る必要があるため，これを考慮した形で質問項目を設定する。  

 

３）経済効果分析の手法 

 経済効果を推計する方法は様々あるが，観光を対象とした研究においては，

産業連関分析および応用一般均衡分析を用いることが多い（ Dwyer et 

al.(2004)）。産業連関分析は，特定の地域，期間において，ある財・サービス

が各産業部門間でどのように生産・販売されたのかを示す産業連関表を元に，

ある部門に需要が発生した際，地域内外のどの部門に，どれだけ波及していっ

たのかを算出する手法である（小長谷・前川(2012)）。産業連関分析は分析の容

易さから多くの研究で採用され，我が国の観光を対象にした研究蓄積もある（藤

本(2000),栗原・大江(2002),霜浦・宮崎(2002),富川(2003),藤本・内藤(2013)

など）。ただし，この分析は，需給均衡を前提条件にした分析をしているため，

ある部門で需要/供給が発生した際に，ある部門への需要/供給が減少するとい

うことが考慮できないこと，税金や投資部門を考慮できないことが課題とされ
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ている（細江ら(2016)）。オーストラリアにおける鉱物ラッシュについての経済

波及効果分析がこれらの課題を提示した有名な事例である（Forsyth(1986)）。

この問題をクリアした手法が応用一般均衡分析であり，山梨県のワインツーリ

ズムを対象に分析した武藤ら（2017）などに見られる。 

 上記の手法以外にも，観光乗数分析（Slee et al.(1997),得田(2010)），社会

会計マトリックス分析（竹歳・柚原(1997)），トラベルコスト法（吉田ら(1997),

河田(2004)），地域経済循環分析（日本政策投資銀行価値総合研究所(2019)）な

ども存在する。 

 

４）分析設計 

 本研究では，農家民宿経営の費用構造を調査すると同時に経済効果分析を行

う。なお，研究の対象とする経営・経済規模が小さいこと１)，複数の経営への

調査を実施する必要があること２）などを考慮し，経済波及効果の推計は産業連

関分析を採用する。 

調査項目は，回答者の年齢，性別，経営開始年や最大収容客数などの経営の

基礎的な情報に加え，費用構造を設定した。具体的な質問項目は表２に示すと

おりである。費用構造に関しては，先行研究３）での農家民宿経営の費用に関す

る項目を参考にしつつ，産業連関表上での各産業部門４）に合わせる形で調査項

目を設定する必要がある。そこで，後述する調査対象の２地域の NPO職員及び

２～３軒の農家民宿に対して，経営者がどれほど詳細に経費を把握しているの

か事前に調査した５）。これによって，表２下段に示す，2015年産業連関表の統

合中分類（約 107部門）程度での項目設定が適切であると判断した。 

先行研究（山﨑・原(2014b),都市農山漁村交流活性化機構(2016)）では，１

年間で生じた経費の総額を調査している。この手法では経営における年間売上

や，年間支出等の情報を対面調査で得る必要がある。しかし，本研究ではアン

ケート調査を郵送で実施するため，回答者が回答を控える可能性がある。そこ

で調査対象地の農家民宿を管轄する NPO職員と協議した上，１泊２食体験付き

の料金の内，それぞれの費用をどれだけ支出しているのかを尋ねた。 
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表２ アンケート調査の項目 

分類 項目 

経営に関する 

基本情報 

代表者の情報（性別・年齢・職業・出身）,経営開始年，従業員数，

経営形態（許認可の状況），顧客層，顧客数（2019 年時点），最大収

容人数，宿泊可能な部屋数，宿泊料金（1 泊 2 日体験付き） 

経営の費用構造 

食材（農産物，食肉，魚介類，その他），体験用の資材，その他の消

耗品，洗濯費，ガソリン，光熱費（電気，ガス，水道），人件費，事

務局手数料，その他（自由回答），手元に残る金額 

出典：筆者作成 

４. 調査対象とアンケート実施方法 

１）調査対象地域 

 第２節で述べた通り，我が国のグリーン・ツーリズムは地域経営型グリーン・

ツーリズムと呼ばれる運営方式をとることが多い。2017年より始まった農山漁

村振興交付金の農泊推進対策においても，農泊に取り組む 550 の“地域”を新

たに創出するとしており，地域経営型の運営方式は現在においてもメジャーで

ある。そのため，本研究においても地域経営型グリーン・ツーリズムに取り組

む地域を対象として，地域内の複数の農家民宿経営に対して調査を実施し，そ

れらの結果から経済波及効果分析を行う。 

 調査対象地域の選定にあたっては，研究目的の一つである農家民宿経営の持

続要因を明らかにすることを考慮する必要がある。また，2020 年末より急激な

感染拡大と旅行客数の激減をもたらした COVID-19 の流行以前に恒常的に受け

入れを実施している経営が多く存在する地域を対象とする必要がある。そのた

め，グリーン・ツーリズムの活動歴が長く，表彰事業にも選定されたような地

域から対象地域を決定する。その結果，今回の調査では，大分県宇佐市安心院

町を中心に活動を行う NPO 法人安心院町グリーンツーリズム研究会および，岩

手県遠野市を中心に活動を行う認定 NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワーク

に所属する農家民宿経営の分析を実施することとした。なお，両 NPO 法人は，

2019 年に結成した農泊関連事業の全国ネットワーク組織である「未来ある村日

本農泊連合」の設立発起人でもあり，このことからも調査に適切な事例である

といえる。 
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２）配布と回収の方法 

 アンケート調査は NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会が管轄する36

軒，認定 NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワークが管轄する 30軒の計 66軒

の農家民宿を対象に実施した。アンケート用紙は 2022 年２月上旬に郵送で配布

した。なお，安心院地域は郵送で，遠野地域は NPO職員が各経営を訪問し，そ

れぞれ２月末に回収した。回収できた 38軒の内，有効な回答が得られた 22軒

を分析の対象とする（有効回答率 33.3%）。 

５. 農家民宿の経営と費用構造 

１）回答者の基本データ 

 回答のあった経営に関する基礎的なデータは表３に示すとおりである。 

 

属性 水準 割合 

地域 安心院地域

遠野地域

45.5％ 

54.5％ 

代表者の性別 男性

女性

36.4％ 

63.6％ 

代表者の年齢 平均 68.0歳 

開業年 1996-2000 年

2001-2005 年

2006-2010 年

2011-2015 年

2016-2020 年

9.1％ 

4.5％ 

27.3％ 

36.4％ 

22.7％ 

営業形態 簡易宿所（旅館業法）

ホテル・旅館（旅館業法）

民泊（民泊新法注）

68.2％ 

4.5％ 

27.3％ 

宿泊客層（複数回答） 学生

一般客

インバウンド

企業・行政等の研修

100.0％ 

81.8％ 

86.4％ 

63.6％ 

年間宿泊客数（人×泊）

（2019 年の状況） 

0-100

101-200

201-300

301-400

401-

59.1％ 

18.2％ 

9.1％ 

9.1％ 

4.5％ 

宿泊定員 平均 8.3名 

提供部屋数 平均 2.5 部屋 

 

表３ 経営の基本属性 

注：民泊新法についての詳細は章末の注６を参照されたい 

出典：アンケート調査より 
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経営の代表者の性別は６割以上が女性である。これは，安心院地域では原則 

として女性が経営の代表者となることが決められていることが影響している。

代表者の平均年齢は 68歳であり，全体に占める 60 代以上の割合は約 86％であ

る。これは，農村部で急激に進む高齢化のほか，農家民宿の性質上，多くの経

営者は 50 代，60 代以降に参入することが多い点が一要因にある（大學・納口

(2019)）。 

営業形態は 2002 年以降規制緩和が進んだ簡易宿所営業が約７割を占める。

一方，2018年の施行からまだ日の浅い民泊（民泊新法６））の営業許可を取る経

営も 27.3％存在する。民泊（民泊新法）は年間の営業日数に制限があるものの

旅館業法に比べ営業規制が緩いため，参入障壁が小さい。約６割の経営が年間

宿泊数 100 以下である現状を見ると，民泊は農家民宿の営業形態として既に浸

透していると言える。 

全ての経営が学生の受け入れを行っている。我が国のグリーン・ツーリズム

利用客の多くは小中学生を中心とした教育旅行の学生であり，調査対象２地域

においても宿泊客の多くが学生である。また，両地域は先進事例地であるため，

６割以上の経営が企業・行政等の研修の受け入れをしている。 

年間宿泊客数をみると，約６割の経営が 0～100 の層にいる。これは，学生

をメインで受け入れている経営が多いことが影響している。教育旅行は春・秋

シーズンに集中しており，逆に，夏・冬シーズンは殆ど受入がないため，年間

の営業日数，受入れに限度がある。 

一度に宿泊できる定員は平均 8.3名，部屋数は平均で 2.5部屋である。ほと

んどの経営代表者と配偶者の２名で顧客の対応をしているため，一度に多くの

顧客を受け入れることができない。 

小括すると，本研究の調査対象である経営は，我が国の農家民宿で多く見ら

れる副業的な経営であると言える（大學・納口(2019)）。 

 

２）農家民宿経営における費用構造 

 結果は表４に示す通りである。１泊２食体験付きの１名分の宿泊料平均は

8,854.5 円であった。ただし，教育旅行に係る宿泊料は地域内で一律であり，

各経営が自由に宿泊料金を設定できないことに注意が必要である。 
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 宿泊料に占める経費の内，食材費が約 25％と最も高い割合を占める。これは

都市農山漁村交流活性化機構（2016）の 25.7％とほぼ同じ結果である（2013～

2014 年実施の調査結果）。一般的な小規模の旅館営業において，宿泊売上に対

する食材費割合は２割程度とされている７）。農家民宿経営の食材費が一般的な

旅館営業に比べ高い理由として，出来るだけ地域産品や特産品を使った料理を

顧客に提供する経営者・地域の方針が影響している。ヒアリング調査の中で，

「産地や特産品にこだわらず，安価な食材を仕入れれば確かに利益は上がる。

ただ，泊まりに来てくれたのならば地元料理を味わって帰ってほしいし，それ

が味わえるこその農家民宿だと思う」との声が聞かれた。無暗なコストカット

は農家民宿の魅力や価値の損失に繋がると言える。農家民宿では自家生産の農

林水産物を食材として利用する経営もある。 

 体験用の資材・材料，その他消耗品，洗濯費はそれぞれ 3.7％，2.6％，1.2％

と，比較的小さい値を示した。これらの費目は，自家の生活と明確に切り分け

られていない場合や，そもそも経費として認識していないケースがあり，過小

に計上されている可能性がある。 

 

表４ 農家民宿における経費の平均金額と対宿泊料比（2019 年時点） 

経費項目 平均金額 対宿泊料比 

宿泊料 8,854.5円 100.0% 

食材費 

農産物 713.6 円 8.1% 

食肉 579.5円 6.5% 

魚介類 393.2円 4.4% 

その他の食材 540.9円 6.1% 

計 2,227.3円 25.2% 

体験用の資材・材料 326.4 円 3.7% 

その他消耗品 234.1円 2.6% 

洗濯費 104.5円 1.2% 

ガソリン代 409.5円 4.6% 

光熱費 

電気 220.8 円 2.5% 

ガス 93.3円 1.1% 

水道 87.4 円 1.0% 

計 401.5円 4.5% 

人件費 113.6 円 1.3% 

事務局手数料 1,354.3円 15.3% 

その他 118.2円 1.3% 

手元に残る金額（利益相当） 3,565.1円 40.3% 

出典：アンケート調査より 
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ガソリン代は主に，宿泊客を最寄り駅まで送迎する際に発生する経費である。

農家民宿が所在する地域の多くは，公共交通網が充実していないため自家用車

を用いた送迎が必要となる。農家民宿では経営者の住居の空き部屋などを利用

して行っている経営が多いため，光熱費の厳密な切り分けが困難である。基本

的には，営業日数を元に按分して計算して経費とすることが多い。また，遠野

地域では冬季営業期間（11月頃から翌４月頃）に別途暖房費用として灯油が必

要となる。 

 表４の人件費とは自家労賃を除いた，アルバイトやお手伝いに渡している給

与，謝金の金額である。従って，経営者とその配偶者や家族のみで受け入れを

行っているケースがほとんどであった今回の調査対象では１軒を除いて人件費

は０円であった。 

 事務局手数料は宿泊費に対して約 15％であり，各 NPO 法人が宿泊料に対して

設定している手数料割合とおおよそ整合的な結果が得られた。 

 最後に，宿泊料からすべての経費を除いた手元に残る金額（利益相当）につ

いては，対宿泊料比で約４割である。ただし，この費目の中には自家労賃も含

まれていることに注意されたい。単純比較することはできないが，一般的な小

規模旅館営業において人件費率＋営業利益率はおおよそ 37％８）であり，大き

な差は見られない。 

 以上，農家民宿経営の費用構造をまとめた。農家民宿経営では，経営者の生

活と宿泊部門との切り分けが難しい費目が多くあるため，厳密に経費を計算す

ることが難しい。ほぼすべての経営で自家生産した農産物などの割合などを厳

密に把握していないため，正確な経費の算出は別途綿密な調査の実施が必要で

ある。また，利益の追求よりも，生きがい・やりがいといった非金銭的な面を

重視しているため，宿泊客の受入に係る経費を意識していない経営が多く見受

けられる。ただ，宿泊料に対してどれだけの経費が掛かっているのか，どれだ

けが手元に残っているのかを把握することで，改めて自身の経営を見直すきっ

かけなるほか，新たに農家民宿を始める経営に対する一つの指標として生かす

ことができるだろう。 

 

－ 343 －



 

６.農家民宿による地域への経済効果 

１）分析の流れ 

 第５節における農家民宿の費用構造を元に，年間宿泊売上を各産業部門に割

り当てて地域への経済波及効果を算出する。 

 産業連関分析は，特定の地域，期間において，ある財・サービスが各産業部

門間でどのように生産・販売されたのかを示す産業連関表を元に，ある部門に

需要が発生した際，地域内外のどの部門に，どれだけ波及していったのかを算

出する手法である（小長谷・前川(2012)）。一般的に国内で公表されている産業

連関表の最小単位は都道府県レベルである。それよりも小さい市町村や，集落

単位での分析を行う場合，都道府県の産業連関表を元に小地域化した産業連関

表を作成する必要がある。産業連関表の小地域化を行う際は，経済センサスや

国勢調査などの統計データや，アンケート調査から得られる情報を援用して，

市町村単位に取引情報を按分していく。しかし，本研究では小地域化を実施す

るに足るデータが十分に収集できなかったため９），都道府県レベルの産業連関

表を利用して分析を実施する。 

 大まかな分析の流れは図１のとおりである。ただし，産業連関分析の詳細な

理論および分析手順については，多数の先行研究 10）が存在するため，そちら

を参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 経済波及効果分析の流れ 

（出典）筆者作成 

①農家民宿に対するアンケート 調査で， 宿泊料に占める支出（ 経費）

について費目ごと に明らかにする

②宿泊料平均から地域全体の総宿泊料を算出する

③総宿泊料を①で得られた費用構造を元に， 産業連関表の各産業部門

に割り 当てる

④農家民宿への宿泊による経済波及効果を算出する（ 直接効果， 間接

一次効果， 間接二次効果の合計）
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２）経済波及効果分析 

①宿泊料に占める支出 

観光分野における経済波及効果分析では，旅行者に対する聞き取り調査や，

既存の統計調査等の情報を元に観光消費額を計算することが一般的である。し

かし，本研究が対象とするグリーン・ツーリズムの利用客は教育旅行で来訪す

る小中学生が中心であるため，詳細な観光消費額の調査は困難である。そこで，

表４の対宿泊料比を安心院地域，遠野地域ごとに算出し，それらを近似的に観

光消費額として扱い計算を行う。 

②総宿泊料の算出 

 総宿泊料については各地域の平均宿泊料に総宿泊数を乗じて算出する。平均

宿泊料は安心院地域で 9,200円，遠野地域で 8,567円であり，宿泊人数はそれ

ぞれ 10,000 泊と仮定し分析を行った 11）。すなわち，約 9,000 万円の宿泊料の

内，利益相当額及び人件費を除いた経費に回る約４割についての経済波及効果

を推計する。 

③各産業部門への割り当て 

 本研究では，競争移輸入型の平成 27 年大分県産業連関表（統合中分類-104

部門），平成 27年岩手県産業連関表（統合中分類-102 部門）を用いて分析する。

産業連関表は作成する都道府県によって産業部門の分類に若干の違いがある。

そのため，アンケート調査で獲得した費目を各都道府県の産業部門に割り当て

る必要がある。なお，一部費目については追加のヒアリング調査によって複数

項目に分割し割り当てた（表５）。 

 

３）結果 

 表５に示す各産業部門へそれぞれの支出額を配分した後，商業マージンおよ

び運輸マージンを引きはがし直接効果を算出した。なお，直接効果である農家

民宿の支出額については，すべて地域内での消費を前提としているため自給率

を乗じていない 12）。これを元に，県内の各産業部門に発生した需要額がどれだ

けの生産を誘発するのかを示す間接一次効果と，直接/間接一次効果によっても

たらされる付加価値によって増加した個人消費が引き起こす生産誘発である間

接二次効果を算出する（小長谷・前川(2012)）。また，各地域における経済波 
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表５ アンケート項目と産業部門の対応表 

アンケート項目 
産業部門 

安心院地域 遠野地域 

農産物 011耕種農業 001耕種農業 

食肉 012畜産 002畜産 

魚介類 017漁業 005 漁業 

その他の食材 

111 食料品 010精穀・精粉 

112飲料 011 めん・パン・菓子類 

 012 その他の食料品 

 013飲料・たばこ 

体験用の資材・材料 161木材・木製品 017 木材・木製品 

その他消耗品 

391 その他の製造工業製品 058その他の製造工業製品 

289 その他の金属製品 043 その他の金属製品 

152衣類・その他の繊維既製品 016 衣服・その他の繊維既製品 

洗濯費 673洗濯・理容・美容・浴場業 098 洗濯・理容・美容・浴場業 

ガソリン 211石油製品 028 石油製品、石炭製品 

電気 461電力 063電力 

ガス 462ガス・熱供給 064 ガス・熱供給 

水道 471水道 065水道 

事務局手数料 659 その他の非営利団体サービス 091 他に分類されない会員制団体 

その他 

211石油製品 028 石油製品、石炭製品 

531 金融・保険 069 金融・保険 

111 食料品 011 めん・パン・菓子類 

（出典）アンケート調査及び大分県，岩手県産業連関表（それぞれ平成 27年）より 

 

及効果は節末の表６，表７に示すとおりである。ただし，紙幅に限りがあるた

め統合大分類に集計した結果を掲載している。 

 まず，それぞれの地域における直接効果の合計を見ると，安心院地域で約

6,100万円，遠野地域で約 4,500万円であった。こちらは単純に宿泊料から利 

益相当額を引いたものを宿泊数で乗じたものである。すなわち，宿泊料の内，

安心院地域で 66％，遠野地域で 53％が支出として消費に転換されている。総合

効果の合計はそれぞれ約 8,700万円，約 6,600万円であった。直接効果（合計）

からみた総合効果（合計）は安心院地域で 1.42倍，遠野地域で 1.49倍である。

これは，農家民宿経営が地域産業に対して支出した額に，追加で 2,000万円程

度の経済効果が生まれていることを意味する。 

主だった産業への効果を見ると，両地域ともに農業部門への効果が大きく，安

心院地域で 1,600万円，遠野地域で 1,500万円 13） の総合効果が見られた。農

林水産業全体で合算するとそれぞれ 2,200 万円，1,900 万円の総合効果が波及
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しており，地域の第一次産業への影響が一定数あることが示された。林業部門

を見ると，直接効果は０であるが，間接一次効果で経済効果が波及しているこ

とが分かる。これは，工芸体験などで利用される木材購入費などが波及してい

った結果であると予想される。飲食料品部門への総合効果は安心院地域で 830

万円，遠野地域で 580万円である。この差は，平均宿泊料，各費目の宿泊料比

などによって直接効果が異なることが影響していると考えられる。 

 

４）分析の限界 

 本研究では，農家民宿経営による地域への経済波及効果分析を実施した。そ

れぞれの地域で農林水産業を中心に様々な産業部門への経済波及効果が観察さ

れた。ただし，次の分析上の課題があげられる。 

 Briassoulis (1991)が指摘するように，ツーリズムによる影響をどの程度の

範囲（調査地域）で分析及び集計するのかは重要である。従って，本研究の場

合，「地域経営型グリーン・ツーリズムに取り組む地域における農家民宿」が「当

該地域へもたらす経済効果」を算出することが最終目的であるため，本来であ

れば市町村レベルでの分析及び集計が望ましい。ただし，精度の高い小地域レ

ベルの産業連関表を作成するためには，既存の産業連関表を可能な限り多くの

情報を用いて按分する必要がある。したがって，十分な情報が得られない場合

は大きな計算誤差を生みかねないため，今回は既存の産業連関表（都道府県表）

を採用した分析に至った。都道府県と市町村では産業構造や各産業部門の自給

率が異なるため，各産業への経済波及の比率や，経済波及効果（総合効果）の

精度が粗くなってしまう。振興施策が市町村経済に与える効果の算出は強く要

望されているため，今後の課題としたい。 

 また，前述の通り，産業連関分析では，需要均衡を前提条件とした分析をし

ているため，ある部門で新たな需要/供給が発生した際に，ある別の部門への需

要/供給が減少する事象を考慮できないことや，税金や投資部門を考慮できない

ことといったことが課題となっている。従って，例え精度の高い産業連関表を

用いて計算したとしても，算出された経済波及効果は計算誤差を含んでいる可

能性を否定できない。 

 産業連関分析には以上のような課題が存在しているため，これらを考慮した上
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で，得られた結果を解釈する必要がある。 

 

表６ 安心院地域（大分県）の経済波及効果 

コード 産業部門 直接効果 
間接一次 

効果 

間接二次 

効果 
総合効果 

1 農業 13,291,547 2,900,851 163,385 16,355,783 

2 林業 0 1,151,027 5,245 1,156,272 

3 漁業 4,400,000 323,564 18,984 4,742,548 

6 鉱業 0 209 6 216 

11 飲食料品 6,328,249 1,661,088 309,742 8,299,079 

15 繊維製品 409,917 66,692 20,726 497,334 

16 パルプ・紙・木製品 4,407,036 143,769 8,930 4,559,735 

20 化学製品 0 306,291 25,611 331,902 

21 石油・石炭製品 5,541,152 494,870 97,301 6,133,323 

25 窯業・土石製品 0 34,085 4,700 38,784 

26 鉄鋼 0 197,749 5,109 202,858 

27 非鉄金属 0 20,232 1,048 21,280 

28 金属製品 619,922 48,657 5,078 673,657 

29 一般機械 0 11,320 3,299 14,619 

32 電子部品 0 4,331 1,183 5,514 

33 電気機械 0 2,635 6,674 9,309 

34 情報通信機器 0 427 3,770 4,196 

35 輸送機械 0 92,451 80,753 173,204 

39 その他の製造工業製品 1,066,984 490,555 36,133 1,593,672 

41 建設 0 163,157 32,780 195,937 

46 電力・ガス・熱供給 3,106,697 643,637 225,788 3,976,122 

47 水道 687,027 131,864 99,398 918,289 

48 廃棄物処理 0 54,131 28,140 82,271 

51 商業 1,222,171 1,558,080 870,916 3,651,167 

53 金融・保険 457,472 833,487 724,931 2,015,890 

55 不動産 0 431,429 2,274,994 2,706,423 

57 運輸・郵便 1,367,164 2,182,018 352,788 3,901,969 

59 情報通信 0 915,654 650,694 1,566,349 

61 公務 0 76,578 65,814 142,392 

63 教育・研究 0 12,484 273,986 286,470 

64 医療・福祉 0 14,866 707,246 722,112 

65 
他に分類されない会員制

団体 
17,170,123 98,174 161,999 17,430,297 

66 対事業所サービス 0 1,971,328 296,375 2,267,702 

67 対個人サービス 1,297,022 58,522 925,609 2,281,153 

68 事務用品 0 141,205 13,819 155,024 

69 分類不明 0 310,523 30,654 341,177 

合計 61,372,482 17,547,939 8,533,609 87,454,030 

（出典）平成 27年大分県産業連関表を用いて分析  
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表７ 遠野地域（岩手県）の経済波及効果 

コード 産業部門 直接効果 
間接一次 

効果 

間接二次 

効果 
総合効果 

1 農業  6,741,329 1,962,993 106,615 8,810,938 

2 畜産 5,875,000 347,875 30,448 6,253,323 

3 林業 0 460,199 7,398 467,597 

4 漁業 3,541,667 72,904 11,056 3,625,626 

5 鉱業 0 98,660 747 99,407 

6 飲食料品 5,074,317 459,088 251,157 5,784,562 

7 繊維製品  471,862 14,402 2,624 488,889 

8 パルプ・紙・木製品 2,209,802 303,365 14,336 2,527,503 

9 化学製品         0 246,230 4,305 250,535 

10 石油・石炭製品    2,302,547 138,730 17,026 2,458,304 

11 窯業・土石製品   0 28,276 2,821 31,097 

12 鉄鋼         0 20,960 -585 20,375 

13 非鉄金属       0 2,551 198 2,749 

14 金属製品       727,535 39,642 3,556 770,733 

15 
はん用機械、生産用機械、

業務用機械 
0 12,647 3,212 15,859 

16 電子部品 0 8,855 617 9,472 

17 電気機械 0 2,540 456 2,996 

18 情報通信機器 0 504 3,294 3,798 

19 輸送機械        0 63,271 30,343 93,614 

20 その他の製造工業製品 1,243,103 287,049 34,200 1,564,352 

21 建設         0 196,341 41,260 237,601 

22 
電力・ガス・熱供給、水

道 
3,539,843 872,558 286,024 4,698,425 

23 廃棄物処理 0 90,735 116,046 206,781 

24 商業         581,199 1,533,767 680,559 2,795,525 

25 金融・保険      223,256 602,157 611,654 1,437,067 

26 不動産        0 377,407 1,960,199 2,337,606 

27 運輸・郵便    993,094 2,169,024 333,006 3,495,124 

28 情報通信 0 743,407 463,751 1,207,158 

29 公務         0 73,721 46,870 120,591 

30 教育・研究      0 13,429 245,190 258,619 

31 医療・福祉 0 5,713 507,933 513,646 

32 
他に分類されない会員制

団体 
9,980,170 72,036 115,634 10,167,839 

33 対事業所サービス 0 2,708,657 461,924 3,170,581 

34 対個人サービス 831,106 70,554 857,565 1,759,225 

35 事務用品 0 99,861 11,422 111,284 

36 分類不明 0 285,178 32,445 317,623 

合計 44,335,833 14,485,283 7,295,307 66,116,423 

（出典）平成 27年岩手県産業連関表を用いて分析 
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７. おわりに 

本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を実

施し，農家民宿の経済波及効果について定量的に評価した。特に，これまで明

らかにされてこなかった，農家民宿経営の費用構造を示したことは学術的な研

究蓄積にとどまらず，現場においても経営指標の一つとして活用可能な研究成

果である。また，農家民宿による地域への経済波及効果分析では，特に農林水

産業部門を中心に様々な地域産業へ経済効果が波及していることが明らかにな

った。一方で，農家民宿経営における「経営者の生活」と「農家民宿部門」の

厳密な切り分けや，経済波及効果分析における制約/強い仮定など，様々な課題

が残った。雇用創出効果などの評価も含め，今後の追加調査，分析を通じて課

題を解消していく。 

近年のグリーン・ツーリズムの関連政策を巡っては，導入当初は農村振興策

としての性格があったものの，農泊が導入された 2017年頃からは，観光政策と

しての性質を強め，収益性の追求が強調されている（大學・納口(2019),佐藤

(2022)）。従って，より多くの利用客を地域へ呼び込み観光消費額を増加させる

こと，即ち，産業連関分析での直接効果に当たる部分を増加させることに重点

が置かれている。しかし，今回の調査対象のような地域経営型グリーン・ツー

リズムに取り組む地域では収益性も重要であるが，何より無理せずに楽しんで

顧客を受け入れることを重視している 14）。本研究の結果から分かるように経営

者の多くは高齢であるため体力面等を考慮すると，従来の副業的な経営から，

収益性を重視する本業的なビジネスへの転換は困難であると予想される。その

ため，既存の地域経営型の経営体においては，支出に占める自家生産品・地元

産品の割合を高めるなど，地域の自給率を高めることで直接効果・間接効果の

地域外への漏出を防ぐ方策がより現実的かつ効果的な農村振興に繋がるだろう。

ただし，地域においてどのような宿泊施設経営が農村振興に最適であるのかに

ついては，一般的な民宿，ホテル，旅館などに対し本研究と同様の調査を実施

し比較検討する必要がある。今後の課題としたい。 

 また，COVID-19 の世界的感染拡大化の中で，観光客の志向も変容した。農家
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民宿では人との交流に重点を置いている経営が多いものの，観光客は飲食店や

宿泊施設のスタッフとの接触を避ける傾向にある（日本観光振興協会(2021)）。

こうした新たな局面において，農家民宿を始めとしたグリーン・ツーリズム，

農泊による農村振興政策の妥当性について，前述した課題を含め，議論を深化

させる必要があるだろう 15）。 

 なお，本研究の成果は関連学会での報告および論文投稿を予定している。ま

た，筆者の博士論文の一部として構成する予定である。 

注 

１）Dwyer et al. (2004)によると，規模の小さい地域・産業を対象とする場合，産業連関

分析と応用一般均衡分析の結果の差は観察されにくくなることが知られている。 

２）観光乗数法などの分析では，研究対象とする産業部門に関連する詳細な事業所調査など

を実施する必要があり，調査期間，調査費用共に膨大になってしまう欠点がある。 

３）山﨑・原（2014b），都市農山漁村交流活性化機構（2016） 

４）特に産業連関表上の宿泊業について，中間投入の比率を考慮した。 

５）事前調査は 2021 年 12月中旬に実施した。また，筆者がこれまでに実施した農家民宿経

営に対するヒアリング調査（e.g.大學・納口(2019)）も参考に調査項目を設定した。 

６）民泊新法は，住宅宿泊事業法の通称であり，平成 29 年に成立した法律で，急速に増え

る宿泊ニーズに対応しつつ，健全な民泊サービスの普及を図る目的に導入された。年間提

供日数の上限を 180 日（泊）とするなどの諸条件があるものの，従来の旅館業法に比べ必

要とする設備面などで参入ハードルが低い制度となっている（観光庁『民泊制度ポータル

サイト』（https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html）(参照：2022.09.05)

より）。 

７）一般社団法人日本旅館協会「平成 30 年度営業状況等統計調査」より。ここでの旅館営

業とは宿泊料金に夕食・朝食を含む。また，小規模とは客室数が 30 室以下の経営を指す。 

８）一般社団法人日本旅館協会「平成 30 年度営業状況等統計調査」より。 

９）本研究では，産業連関表の小地域化を実施するにあたって，アンケート調査によって農

家民宿経営に必要な食料，材料，資材等の調達先を市内，市外，自家生産の３分類での把

握を試みた。しかし，無回答の割合が高く，分析に耐えうる数を収集できなかった。また，

小地域化にあたって，地域経済では他地域からの流入した財・サービスを示す移入額及び，

他地域への流出を示した移出額が非常に重要なデータとなり，最終的な経済波及効果の計

測結果に影響を与える（大久保・石塚(2009)）。このデータは複数地域間の取引を表した

地域間産業連関表から得るケースが多い（小長谷・前川(2012)）。しかし，平成 17年地域

間産業連関表をもって作成を中止しているため，地域間産業連関表についても浅利・土居

（2016）などで紹介されている手法を用いて作成する必要がある。 
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10）小長谷・前川（2012）や入谷（2012）などでは，産業連関分析に関する理論や，実際の

分析事例が紹介されている。他にも，観光地の経済効果推計マニュアル（日本観光協会

(2000)）も公開されている。 

11）安心院地域ではコロナ禍以前，年間で約 1万人泊の宿泊受入れ実績があった。また，遠

野地域では事務局（認定 NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク）を通過しない予約に

ついては正確な数を把握していない。そのため，地域間比較の観点から両地域の宿泊数を

1万人泊と仮定して分析している。 

12）栗原・大江（2002）は，地域内の消費を前提にした場合，最終需要（直接効果）に自給

率を乗じる必要はないとしている。 

13）安心院地域は農業部門単体の，遠野地域は農業と畜産の部門合計額である。 

14）筆者らによるこれまでのヒアリング調査より（e.g.大學・納口(2019)）。 

15）グリーンツーリズムに関連する農村政策においては，日本村落研究学会編（2005）で指

摘されているような「新たな農村問題」などに考慮した議論が必要である。 
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